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令和２年９月16日（水曜日）

午前10時２分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和２年度宮崎県一般会計補正

予算（第９号）

○議案第４号 令和２年度宮崎県立病院事業会

計補正予算（第１号）

○議案第６号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第11号 宮崎県安心こども基金条例の一

部を改正する条例

○報告第１号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告第２号 専決処分の承認を求めることに

ついて

○報告事項

・県が出資している法人等の経営状況について

公立大学法人宮崎県立看護大学

公益財団法人宮崎県移植推進財団

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ー

公益財団法人宮崎県健康づくり協会

・公立大学法人宮崎県立看護大学の令和元年度

の業務実績に関する評価結果について

○福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査

○その他報告事項

・新型コロナウイルス感染症に対する本県の対

応状況等について

・食品衛生法改正に伴う食品衛生関連条例の改

正等について

出席委員（８人）

委 員 長 図 師 博 規

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 井 本 英 雄

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

委 員 重 松 幸次郎

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健･医療担当）

こども政策局長 矢 野 慶 子

福 祉 保 健 課 長 山 下 栄 次

指導監査・援護課長 林 謙 二

医 療 薬 務 課 長 小 牧 直 裕

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

国民健康保険課長 野 海 幸 弘

長 寿 介 護 課 長 佐 藤 彰 宣

医 療 ・ 介 護
市 成 典 文

連 携 推 進 室 長

障がい福祉課長 重 盛 俊 郎

部 参 事 兼
木 添 和 博

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 川 越 正 敏

感染症対策室長 有 村 公 輔

こども政策課長 児 玉 浩 明

こども家庭課長 壱 岐 秀 彦

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 三 倉 潤 也

令和２年９月16日(水)
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ただいまから厚生常任委員会を○図師委員長

開会いたします。

委員会の日程について、日程案をお手元に配

付しておりますが、御異議ございませんでしょ

うか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○図師委員長

します。

、 。執行部入室のため しばらく休憩いたします

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

委員会を再開いたします。○図師委員長

本委員会に付託されました議案等について説

明を求めます。

おはようございます。福○渡辺福祉保健部長

祉保健部でございます。

、 、今回は 委員会の審議の取扱いも含めまして

様々な御配慮ありがとうございます。

また、改めてではありますが、新型コロナに

つきましては、多々至らない点があったとは思

いますが、何とか全体としては、感染も一定の

収束を見ることができまして、福祉保健部一同

ほっとしておりますし、ここに至ることができ

ましたのも、様々な県民の方の実情ですとか、

いろんなお知恵を厚生常任委員会の皆様からい

ただいたおかげだと思っております。本当にあ

りがとうございます。

また、併せておわびを申し上げたいのが生活

福祉資金の貸付けについて、詐取の事案が生じ

てしまいまして、本当に困窮されていた方々に

とっての大事な資金について、ああいう事態が

起こってしまったことは、重く受け止めており

ます。再発防止に向けて、しっかり取り組んで

いきたいと思っております。

以下、審議事項等について、座って御説明を

させていただきます。

、 、まず 常任委員会資料についてでありますが

お手元の表紙をめくっていただきまして、目次

がございます。

本日の御説明事項につきましては、予算議案

２件、特別議案２件、報告事項２件、その他の

報告事項２件でございます。

まず、予算議案についてでありますが、もう

一枚おめくりいただきまして１ページをお願い

いたします。

議案の１つ目は、今回９月補正としてお願い

をしております第１号「令和２年度宮崎県一般

会計補正予算（第９号 」であります。）

補正額につきましては、一般会計で、歳出予

算集計表の下から５行目、９月補正と書いてあ

りますが、29億8,811万4,000円の増額をお願い

しております。

、 。主な事業は 右側の２ページを御覧ください

新型コロナ対策に関する予算としまして、網

かけの部分の感染拡大防止策と医療体制の更な

る強化の観点から、それぞれ御覧の事業を予算

計上したところでありまして、コロナ関連以外

の予算案につきましては、精神障がい者の医療

支援及び地域生活支援の提供のための経費や災

害時の歯科保健医療提供体制を整備するための

経費等をお願いするものであります。

次に、繰越明許費補正についてであります。

３ページをお願いできればと思います。

衛生環境研究所等感染症対策整備事業の審議

をお願いしておりますが、国の補正予算の関係

により、事業実施期間が不足することによるも

のであります。

予算議案の２つ目でありますけれども、本年

７月と８月に行いました専決処分の承認をお願
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いさせていただくものです。

続きまして、特別議案に移らせていただきま

す。

ページで申しますと、８ページになります。

議案第６号は「使用料及び手数料徴収条例の

一部を改正する条例 であり 議案第11号が 宮」 、 「

」崎県安心こども基金条例の一部を改正する条例

の２件であります。

次に、報告事項についてであります。

報告いたしますのは、地方自治法及び宮崎県

の出資法人等への関与事項を定める条例に基づ

いて報告する法人についてでありまして、地方

自治法に基づく報告は２法人、宮崎県条例に基

づく報告は４法人であります。

また、地方独立行政法人法に基づきまして、

県立看護大学の令和元年度の業務実績に関する

評価報告についても御報告をいたします。

具体的にはそれぞれ、後ほど関係課長が御説

明をさせていただきます。

最後に、その他報告についてであります。

新型コロナウイルス感染症に関する本県の対

応状況等、食品衛生法改正に伴う食品衛生関連

条例の改正等についての２項目であります。

詳細については、後ほど御説明をさせていた

だきます。

以上であります。よろしくお願いします。

それでは、福祉保健課の○山下福祉保健課長

予算を御説明いたします。

お手数ですが、歳出予算説明資料の福祉保健

課のところ、19ページをお開きください。

福祉保健課の補正予算額は、左の補正額の欄

にありますとおり、17億7,878万3,000円の増額

補正であります。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

の補正後の額欄にありますとおり、224億9,009

万1,000円となっております。

それでは、21ページを御覧ください。

まず （事項）生活福祉資金貸付事業費の説明、

欄、１ （１）貸付事務費350万円の増額補正で、

あります。

財源内訳は、全額国庫支出金となっておりま

す。

事業概要としましては、生活福祉資金貸付事

業の運営上必須であります全国共通の業務シス

テムの改修が必要となっており、生活福祉資金

の実施主体であります全国の都道府県社会福祉

協議会のシステム改修が必要になっております

ことから、本県の社協についてもシステム改修

を行うものでございます。

次の（事項）新型コロナウイルス感染症対策

事業費の説明欄、新型コロナウイルス感染症対

応従事者等慰労金交付事業、13億6,465万円の増

額補正であります。

財源内訳は、新型コロナの包括支援交付金と

なっております。これは６月補正で認めていた

だいたものですが、その後、国の実施要綱の詳

細が示されまして、対象となる医療従事者・職

員につきまして、委託業者ですとか、派遣業者

も支給の対象となることが新たに分かりました

こと、また雇用形態を問わないということや帰

国者・接触者外来設置医療機関におきまして、

陽性患者だけではなく、疑いの患者を診察した

医療機関についても20万円の支給の対象となる

ことが判明しました。そのため、再度精査した

、 。結果 支給見込額が増加するものでございます

次の（事項）県立施設維持管理費の説明欄、

新規事業、衛生環境研究所等感染症対策整備事

業、４億1,063万3,000円でありますが、これは

。厚生常任委員会資料のほうで御説明いたします

それでは、お手数ですが、厚生常任委員会資
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料の３ページをお願いいたします。

１の目的・背景にありますとおり、衛生環境

研究所におきます新型コロナウイルス感染症の

ＰＣＲ検査に関連する機器等の一部につきまし

て、既に耐用年数を経過している状況にありま

して、今後の感染継続、あるいは再度の拡大等

を見据えまして、これらの検査機器について更

新を行うことで、安定した検査体制を図るもの

でございます。

また、保健所や福祉こどもセンターは、健康

診断や生活相談など、様々な理由で県民が来所

する機会が多いことから、感染防止対策としま

して換気対策や空調機等の改修工事を行うこと

で、安心して来所できる環境整備を図るもので

す。

２の事業概要ですが （１）衛生環境研究所検、

査体制維持事業につきましては、ＰＣＲ検査関

連機器等のうち耐用年数を経過しておりますリ

アルタイムＰＣＲ、安全キャビネット等12点の

更新を行うものです。

（２）の保健所等感染症対策事業につきまし

ては、保健所及び福祉こどもセンター等12施設

におきまして網戸等の設置を行うとともに、日

南保健所、中央福祉こどもセンター、南部福祉

こどもセンターの３施設におきまして換気機能

を備えた空調機への改修工事を行うものです。

３の事業費は、４億1,063万3,000円となって

おりまして、財源につきましては、コロナの包

括支援交付金及び地方創生臨時交付金を活用す

ることとしております。

続きまして、繰越明許費の補正について御説

明いたします。

９月定例県議会提出議案書の５ページをお開

きください。

第２表、繰越明許費補正追加の上から２番目

ですが、ただいま説明いたしました新規事業の

増額補正をお願いしております衛生環境研究所

等感染症対策整備事業のうち、保健所空調機等

改修工事に係る費用につきまして、追加をお願

いするものでございます。

これは、国の補正予算の関係によりまして、

事業実施期間が不足することによるものでござ

います。

続きまして、専決の報告をさせていただきま

す。

申し訳ございませんが、常任委員会資料にも

う一度お戻りいただきまして、７ページのほう

をお願いいたします。

専決処分の承認を求めることについてでござ

います。

報告第１号関係、福祉保健課の専決処分の内

容は、①にあります感染症対策休業要請等協力

金事業費の補正でございます。

これは、西都市・児湯郡圏域におきまして、

飲食店等への休業要請、あるいは時間短縮営業

要請を行ったことに伴いまして、市町村と連携

して休業要請等協力金を支給するため、増額補

正を行ったものです。

専決補正額は ア にありますとおり 3,257、（ ） 、

万5,000円であります。

次に、資料の下半分、報告第２号関係でござ

います。

、 、福祉保健課の専決処分の内容は ①のとおり

同じく感染症対策休業要請等協力金事業費の補

正でございます。

これは、先ほどの新型コロナの感染が西都市

・児湯郡圏域から、ほかの圏域まで広がったこ

とによりまして、飲食店等への休業要請等を県

内全域に拡大することに伴い、協力金等を支給

。するために増額補正を行ったものでございます
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専決補正額は （ア）にありますとおり、10、

億6,045万4,000円であります。

補正後の額は、10億9,302万9,000円となって

おります。

福祉保健課からの説明は以上です。

お手元の令和２年度９月○小牧医療薬務課長

補正歳出予算説明資料を再び御覧ください。

医療薬務課のところ、23ページをお開きいた

だきたいと思います。

補正予算の額は、左の補正額の欄にございま

すとおり、７億2,505万円の増額補正でございま

す。この結果、補正後の予算額は、右から３列

目の補正後の額の欄にございますように130

億2,098万円となっております。

１枚お開きいただきまして、25ページを御覧

いただきたいと思います。

下のほうの（事項）新型コロナウイルス感染

症対策費７億2,505万円で、補正後の予算額は、

右から３列目の補正後の額の欄にございますよ

うに、78億5,761万1,000円となっております。

今回の増額補正は、国が定める補助対象医療

機関が変更されたことに伴いまして、精神科救

急を担う病院を新たに補助対象とするために要

する経費を追加するものでございます。

医療薬務課分の説明は以上でございます。

障がい福祉課でござい○重盛障がい福祉課長

ます。

お手元の令和２年度９月補正歳出予算説明資

料の障がい福祉課のところ、27ページをお願い

いたします。

障がい福祉課の補正予算額は、左側から２つ

目の欄にありますとおり、905万7,000円の増額

補正でございます。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、175億6,976万3,000円となり

ます。

予算の内訳を御説明いたします。

29ページをお願いします。

（事項）精神保健費の説明欄、新規事業、多

機関連携による精神障がい者支援事業90 5

万7,000円の増額補正でございます。

ここからは、厚生常任委員会資料で御説明い

たします。

別冊の厚生常任委員会資料の４ページをお願

いいたします。

目的でございますが、１にありますように、

入院中の精神障がい者の方々が住宅等での生活

に移行し、地域の一員として安心して自分らし

く暮らすことができるよう、今後、選定するモ

デル地域において、３年にわたり様々な関係機

関の連携による支援体制を整備するものでござ

います。

事業概要といたしましては、２にございます

ように、大きく２つあります。

１つ目が （１）にありますように、病院及び、

グループホームに入院患者の支援計画の作成な

どを行うコーディネーターと、御自身の経験を

伝えるピアサポーターを配置しまして、それぞ

れが連携しながら、医療面での支援や地域生活

に関する支援を行うこととしております。

次に、２つ目 （２）にありますように、モデ、

ル地域の医療・福祉関係者や保健所職員等によ

り構成されます事業評価検討委員会を設置しま

して、事業内容の評価や効果的な事業の進め方

等について協議をすることとしております。

３の事業費ですが、905万7,000円で、全額国

庫補助でございます。

４の事業効果でございますが、コーディネー

ターやピアサポーターなど、様々な職種・機関

の職員がしっかりと連携しながら、精神科病院
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、の入院患者に対しまして支援を行うことにより

下の絵にもありますけれど、精神障がい者の方

々が病院からグループホームを経て自宅での生

活に移行する流れであったり、病院から直接自

宅での生活に移行する流れなどが促進されるも

のと考えております。

また、近年、福祉人材が不足する中、自身の

経験を生かして働くピアサポーターが評価され

てきておりますが、同時に、ピアサポーターの

。育成やさらなる活用が課題にもなっております

この事業では、ピアサポーターを積極的に活

用することで、入院患者の退院に向けた意欲の

喚起や、地域で生活する上での相談対応に取り

組んでいただくこととしておりますので、この

ような活用事例を県内の各精神科病院に広く普

及させることにより、各病院におけるピアサポ

ーターの積極的な活用にもつながるものと考え

ております。

説明は以上でございます。

健康増進課の補正予算案○川越健康増進課長

について御説明いたします。

お手元の９月補正歳出予算説明資料の31ペー

ジをお開きください。

健康増進課の補正予算額は、補正額の欄にあ

りますとおり、１億３万6,000円の増額補正であ

り、その結果、補正後の予算額は右から３列目

の補正後の額の欄にありますとおり、91億7,556

万7,000円となります。

33ページをお開きください。

（事項）歯科保健対策費の説明の欄、１、災

害時歯科保健医療提供体制整備事業、1,000万円

であります。

内容につきましては、後ほど、厚生常任委員

会資料で御説明いたします。

次に （事項）新型コロナウイルス緊急対策費、

で （１）新型コロナウイルス緊急対策事、

業、9,003万6,000円であります。

これは、新型コロナウイルス感染症のクラス

ター発生等に対応できる検査体制を整備するた

め、衛生環境研究所で実施するＰＣＲ検査の資

材等の購入経費及び検査を民間委託するための

委託料であります。

それでは、常任委員会資料の５ページをお開

きください。

新規事業、災害時歯科保健医療提供体制整備

事業であります。

これは、１の目的・背景にありますとおり、

災害時避難生活における口腔管理を行うため、

歯科医療または口腔ケア等の歯科保健活動に必

要な機器等の整備に対し、必要な支援を行うも

のであります。

２の事業概要ですが、避難所等を巡回して歯

、 、科医療を提供するため ポータブルレントゲン

発電機等の機器を整備する歯科医師会に対し、

その費用を補助するものであります。

補助対象は、県内歯科医師会２か所を考えて

おります。

３の事業費ですが、1,000万円をお願いしてお

り、財源は全額国費であります。

４の事業効果としまして、災害時における歯

科保健医療提供体制を整備することにより、被

災者の口腔内環境の改善や全身の健康を維持す

ることができるものと考えております。

健康増進課の説明は以上です。

こども政策課分につい○児玉こども政策課長

て御説明いたします。

歳出予算説明資料の35ページをお開きくださ

い。

当課の補正額は、左から２列目の欄にありま

、 。すように ３億3,985万円の増額補正であります
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、 、 、この結果 補正後の予算額は 右から３列目

補正後の額のとおり、192億2,812万2,000円とな

ります。

補正の内容について御説明いたします。

37ページを御覧ください。

（事項）子育て支援対策臨時特例基金でござ

います。

説明欄の１の子育て支援対策臨時特例基金積

立金に要する経費としまして３億3,985万円の増

額補正をお願いしております。

これは、昨年10月からの幼児教育・保育の無

償化の実施に当たって必要となる令和２年度～

令和５年度までの市町村の事務費等について、

国からの臨時特例交付金が令和２年度に一括交

付されることとなったことに伴いまして、その

受入先として保育所等の整備などに要する費用

に充てるために設置された宮崎県安心こども基

金への積立てをお願いするものであります。

財源は、全額国費となっております。

続きまして、お手元の厚生常任委員会資料の

８ページをお開きください。

議案第11号「宮崎県安心こども基金条例の一

部を改正する条例について」であります。

議案につきましては、議案書の47ページに記

載しておりますが、本日は常任委員会資料で御

説明いたします。

１の改正の理由ですが、国からの交付金等を

原資として造成している宮崎県安心こども基金

について、国において基金事業の実施期限が延

長されたことから、その設置期間を延長するた

めに改正するものであります。

なお、基金事業の実施期限が延長される理由

は、先ほど御説明しました幼児教育・保育の無

償化の実施に当たって必要となる市町村の事務

費等について、当該基金に積み立てた上で、毎

年必要額を市町村に交付することになったこと

によるものです。

２の改正の概要でありますが、条例で定めて

いる基金の設置期間の終期を、国が延長した基

金事業の実施期限に基づいて、平成34年３月31

、 。日までから 令和７年３月31日までに改めます

最後に、３の施行期日でありますが、公布の

日としております。

こども政策課からは以上であります。

こども家庭課分につい○壱岐こども家庭課長

て御説明いたします。

歳出予算説明資料のこども家庭課のところ 39、

ページをお開きください。

こども家庭課の補正額は、左から２列目の欄

にありますように、3,533万8,000円の増額補正

であります。

、 、 、この結果 補正後の予算額は 右から３列目

補正後の額の欄２列目のとおり、61億4,280

万1,000円となり、一般会計と特別会計を合わせ

た補正後の額は、その上の欄になりますが、64

億5,844万8,000円となります。

補正予算の内容につきまして御説明いたしま

す。

41ページをお開きください。

（事項）青少年育成保護対策費3,533万8,000

円の増額補正であります。

内容としましては、説明欄１の新規事業、青

少年自然の家感染症対策事業でありますが、詳

細につきましては、常任委員会資料で御説明い

たします。

厚生常任委員会資料の６ページをお開きくだ

さい。

新規事業、青少年自然の家感染症対策事業で

あります。

１、目的・背景でありますが、３つの青少年
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自然の家におきます新型コロナウイルス感染症

の感染防止対策を図るため、衛生環境向上を目

的とする設備の改修等を行うものであります。

２、事業概要でありますが、まず（１）設備

改修費は、車椅子などを利用する障がい者の方

と介助者との多人数の密な接触状態をできるだ

け避けるため、青島青少年自然の家への階段昇

降機の設置や、３つの青少年自然の家での和式

トイレの洋式化などの衛生環境向上のための設

備の改修を行うものであります。

（２）感染防止対策に関する消耗品につきま

しては、消毒液やマスクなどの購入を行うもの

であります。

３、事業費ですが、3,533万8,000円をお願い

、 、 、しており 財源は 全額一般財源でありますが

国の臨時交付金を活用させていただくこととし

ております。

４、事業効果につきましては、新しい生活様

式を踏まえた対策を実施することにより、施設

利用者の安心・安全や利便性の向上を図り、施

設の利用を通した青少年の健全育成が推進され

るものと考えております。

説明は以上であります。

議案第６号「使用料及び手○林薬務対策室長

数料徴収条例の一部を改正する条例」について

であります。

定例県議会提出議案の25ページをお開きくだ

さい。

まず、改正の理由についてでありますが、医

薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の

確保等に関する法律の一部改正する法律が公布

をされたことによりまして、引用する条項が変

更になりましたことから、所要の改正を行うも

のであります。

次に、改正の概要についてであります。

25ページ、手数料、第３条、各号の218の３か

ら、次のページになりますけれども、218の７ま

で、改正前と後の下線部にありますように、医

薬品医療機器等法「第14条第６項」を「法第14

」 、 、条第７項 へ 218の５以降になりますけれども

「法第14条第９項」を「法第14条第13項」へ改

正するものであります。

なお、手数料の変更はございません。

最後に、施行期日についてでありますが、改

正条例の公布日からの施行を予定しています。

説明は以上です。

執行部の説明が終了いたしまし○図師委員長

た。

それでは議案についての質疑をお受けいたし

ます。いかがでしょうか。

委員会資料の３ページ、衛環研の○右松委員

感染症対策整備事業の中で、ＰＣＲ検査機器の

購入が入っています。御承知のとおりですけれ

ども、ＰＣＲ検査は様々な医薬品メーカー等で

開発が進められていて、様々な種類があるわけ

ですけれども、どういった選別をされたのか。

例えば、正確性であるとか、価格の面とか、あ

、 。るいは結果までの時間 短時間判定であるとか

最終的には人がやらないといけないんですけれ

ども、全自動で、技師がいなくても検査ができ

るような開発が進んでいます。

ＰＣＲ検査の機器を衛環研に入れることにつ

きましては、どういった形で選定されたのか、

。そこをちょっと教えてもらうとありがたいです

耐用年数を経過した更新ですから機種的には変

わっていないのか、その辺も含めて教えてもら

うとありがたいなと思います。

現在、衛生環境研究所に○山下福祉保健課長

は３台のリアルタイムＰＣＲがありまして、１

台が耐用年数が非常に経過しているということ
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で、今回、更新のお願いをしているところでご

ざいます。

実際の機器の選定に当たりましてはこれから

具体的に検討することとしており、今のところ

は参考見積りを取っているところでありますの

で、選定に当たっては価格と性能の適切なもの

を選んでいきたいと思っております。それぞれ

の詳細につきましては、現時点では把握してい

ないところでございます。

分かりました。今、いろんな性能○右松委員

が進んでいます。特に短時間の判定ができると

いうことは、それだけ回転数を増やすことがで

きますので、どういう契約になっているのかは

詳しく分かりませんけれども、選別をする際に

できるだけ今の新しいものに沿った形で、いろ

いろと選んでもらうといいのかなと思っていま

す。

、一般質問でちょっと申し上げましたけれども

今年の冬、季節性インフルエンザとコロナの同

時流行が危惧される中で、私から部長に検査体

制と外来診療の在り方について問わせていただ

きました。厚労省から通知が来たりとか、学会

の発表とかがある中で答弁していただきました

けれども、その中で、帰国者・接触者相談セン

ターを介することなく、かかりつけ医で、地域

で、身近な医療機関等で相談、受診し、必要に

応じて検査を受けられる体制を、間もないです

けれども、10月を目途に整備するとが通知され

ているため、本県でもそういう形で動いておら

れると思います。

この検査キットについては、衛環研はもちろ

んですけれども、そういった検査需要が高まる

ことを見越して、基幹病院であるとか、あるい

は協力病院であるとか、場合によっては民間病

院とか、あとそういったところに予想を超える

注文が入っている県もあるんですよね。

、 、ですから その辺りの情報収集とかも含めて

先を見越した対応をどのように本県が考えてお

られるのか、そこも併せて教えてもらうとあり

がたいです。

、 、○川越健康増進課長 今 委員御指摘のとおり

インフルエンザ流行期を見据えた診療、検査体

制の整備といったものが国から求められており

まして、県としても医師会、あるいは保健所と

意見交換をしながら、どうやって進めていくか

を検討しているところであります。

その中で、まずはかかりつけ医で診療、検査

をできるシステムが一番望ましいと考えており

まして、委員御指摘のとおり、コロナの抗原検

査キット これは国が１日20万程度の供給を─

目指すというふうにしておりますので そういっ、

た国の開発動向や、あと御指摘のとおり、医療

機関で適切に購入ができるように国にも働きか

けながら、医療機器の販売会社や卸会社等もあ

りますので、そういったところとも連携しなが

ら、確実に抗原検査キットが医療機関に届くよ

、 。うに 県としても働きかけたいと考えています

分かりました。衛環研でいく○右松委員

と、2,400万円の予算がついていますので大丈夫

だと思いますけれども、ＰＣＲ検査は、特に関

心が高いですので、かなり早いスピードで開発

が進んでいます。今までもやっているでしょう

けど、ぜひ情報収集していただいて、導入する

ならしっかりとした形で導入してもらうといい

かなと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

、○満行委員 衛環研についてなんですけれども

保健所とか、ほかのところは改修工事とか行っ

ているんですけど、衛環研は機器の更新だけな

んですが、平成２年に現在地に移転して30年た
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つわけです。これだけ大変な状況になりました

けれども、このコロナ禍になってトイレとか休

養室といったハード的な整備というのは行って

いるわけですかね。

衛環研の施設につきまし○山下福祉保健課長

て、確かに年数もたっておりますので、最近で

は勤務する職員のために使いやすい設備等へと

、 、更新しており 障がい者も使えるような施設等

そういったものは整備しているところでござい

ます。

今回の補正に関しましては、御説明しました

とおり、コロナの関係で、特に保健所等は一般

の方も多く来られるため、感染対策なり換気と

いうのが非常に重要だということで、こちらで

改修工事をしているんですが、衛生環境研究所

につきましては、もともと外気との入替えを想

定していないというか、それをしないことが前

提になっておりまして、今回、対象とはなって

いないところでございます。

ほかの事業は全て国からの交付金○満行委員

を活用したりしているので、ぜひ今がチャンス

というか、使えるんだったら、衛環研のハード

的な部分の整備もこの際ぜひやっていただきた

いと思います。

、 、また 南部福祉こどもセンターですけれども

執務スペースについて何回も申し上げています

が、執務スペースがあれでいいのかというとこ

。ろは今後とも検討いただきたいと思っています

次に、要望です。障がい福祉課の多機関連携

による支援事業の一番下の絵ですけれども、本

来この絵はカラーでもっと大きかったはずなん

です。それがなぜか委員会資料では白黒になっ

て、小さくなっています。バリアフリーの福祉

保健部としては、非常に残念なので、６月も申

し上げましたから要望にしときますけれども、

ちょっと見づらいので、次回改善をお願いした

いと思います。

次に、健康増進課の災害時歯科保健医療提供

体制整備について 大変ありがたい事業だと思っ、

ています。移動薬局とか、大規模な災害のとき

には避難をする皆さんのために、どこまでやれ

るかというのはもちろんあると思うんですけれ

ども、非常に大事な事業なので、ぜひ進めてほ

しいと思うんですが、残念ながら、今回県内の

歯科医師会で２か所ということで、これは委託

を受ける当事者団体にも都合があるわけで、県

の都合だけではいかないと思いますが、この補

助対象の２か所について、手を挙げた２か所な

のか、年次的に更新して広げていくお考えなの

か、その辺りをお尋ねします。

、○川越健康増進課長 この事業につきましては

国の災害時歯科保健医療提供体制整備事業とい

う国庫補助事業を活用することにしておりまし

て、国から各県２か所という限度が来ておりま

す。それで、２か所としておりまして、県の歯

科医師会と協議をしているところなんですけれ

ども、現時点では県の歯科医師会と都城の歯科

医師会を想定しているところです。

国が２か所に限定することもよく○満行委員

理解できないんですが。内陸部と海岸部という

のは、当然災害を考えたときにはあるのかもし

れませんけど。せっかくこういう事業ができた

、 、ので 県費をどこまで使えるか分かりませんが

災害はどこで起こるか分からないし 延岡であっ、

たときに都城から応援に行けるかとかいろんな

問題も考えられるので、できるだけ県内に増や

したほうがいいと思います。今後、国に対して

整備の要望、また県でどこまでやれるかという

独自の事業展開について、ぜひお願いをしたい

と思います。
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関連です。設備を積んだ車は手配○重松委員

されるんですけれども、実際診療される医師や

歯科衛生士は、どのように派遣されるんでしょ

うか。

医師と同じような形で、○川越健康増進課長

県と県の歯科医師会が災害派遣協定を結んでお

、 、 、りまして そこを活用して 県歯科医師会なり

あるいは郡市歯科医師会、そういったところと

相談してチームを組んでいくことになると考え

ています。

分かりました。○重松委員

青少年自然の家感染症対策事○脇谷副委員長

業についてです。県内にある３つの青少年自然

の家は子供たちの合宿所としていろいろ使われ

ていると思うんですけれども、現在の利用状況

と、子供たちが合宿などをする施設としてこれ

以外に何かないのかをお聞きします。

まず、令和元年度の利○壱岐こども家庭課長

用状況でございますけれども、３つの青少年自

然の家につきましては、今現在、新型コロナの

影響もございまして、例年よりも約１万人減の

延べ13万人弱の利用となっております。

そして、自然の家以外でのスポーツ合宿等の

利用の場所でございますけれども、運動公園内

に１か所、スポーツ合宿等で利用するところが

あると認識しております。

また、宮崎市の生目の杜運動公園に遊古館と

いうところがございましたが、この４月から宿

泊利用の引受けはされていないということで、

、利用自体に関してはまだ把握できていませんが

宿泊での利用は、現在、生目の杜ではされてい

ないと伺っております。

では、青少年自然の家の３か○脇谷副委員長

所は、トイレもほとんど和式だったということ

で洋式化されるということなんでしょうけれど

も、先ほどおっしゃった運動公園のレクリエー

ション協会の施設も合宿所ですよね。すごく老

朽化しているんですけれども、全て老朽化して

いるというところで、これについては施設全体

の見直しというか、感染症対策も含めてどのよ

うに考えておられるか教えてください。

青少年自然の家に関し○壱岐こども家庭課長

ましては、施設改修に関する長期的な補修計画

を作成しまして、その計画に基づいて、計画的

に改修、修繕を行っている状況であります。

御質問のありました運動公園の合宿所等に関

しましては、申し訳ありませんが、県土整備部

等の所管になるということで、所管が違ってお

。りまして把握できていないところでございます

分かりました。○脇谷副委員長

青少年自然の家の感染症対策事業○右松委員

ですが、事業費3,500万円ということで、財源内

訳を見ると、一般財源になっています。これは

臨時交付金とか、包括支援金とか、こういった

ところの、例えば感染防止対策に対する消耗備

品とかは含まれるんじゃないのかなと思ってい

るんですが、一般財源で対応したのはどういう

理由ですか。

すみません。下のほう○壱岐こども家庭課長

に米印で小さく書いていますけれども、新型コ

ロナウイルス関係の交付金を今回活用させてい

ただいて整備、改修を考えております。

分かりました。○右松委員

階段昇降機の設置とか、トイレの洋式化とい

うのは、平時から大事なことだと思っているん

ですが、青島、むかばき、御池、かなりのトイ

レの数があると思うんですけれども、トイレの

改修の進捗率はどのような感じでしょうかね。

現在の予定では、３施○壱岐こども家庭課長

設合計で洋式化を53基、手洗い場を121か所、あ
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。と小便器を78か所改修する計画としております

ただし、古い設備もありまして、追加の配管

工事なども必要となる関係で、今後工事費が上

昇する場合には、この規模が若干修正される場

合があるということでございます。

今、御質問にありました洋式化率でございま

すが、大便器に関しては、計画では改修後の洋

式化率は、現在の42％から88％へ、手洗い場に

関しましては、改修率０％から100％へ、小便器

に関しては、改修率０％から100％へということ

で計画をしております。

分かりました。いいですね。ぜひ○右松委員

この臨時交付金をうまく活用していただいて、

子供たちも今、洋式のほうがいいですし、我々

大人も使ったりしますので、保護者が泊まった

り、青島とかそうですから、そういった意味で

はいい形で改修が進んでいるなと、計画を立て

ているなと感じました。

最後にしますけれども、感染防止対策に関す

る消耗品は十分な備蓄分も含めて購入されるの

か、あえて聞かせていただきます。

消毒液やマスクにつき○壱岐こども家庭課長

ましては、コロナ関係で年度前半におきまして

は、実態的にはあまり受入れがなかったという

こともありまして通常の予算の範囲内で対応で

きておりましたけれども、これから利用が本格

化してまいりますので、消毒液につきましては

手指消毒用の１リットルを３施設合計で180本、

施設消毒用５リットルを同じく合計で36本購入

する計画としております。

また、マスクにつきましては、大人用と子供

用を合わせまして各9,000枚の１万8,000枚を購

入する予定としておりまして、基本的には利用

者が持参することを前提としておりますけれど

も、持ってきたものが棄損したりとか汚損をし

たりとか そういった場合に関しましてこういっ、

たものを活用して利用してまいりますので、一

定期間の備蓄にはなるかと考えております。

分かりました。○右松委員

ほかいかがでしょうか。○図師委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

なければ、続きまして報告事項○図師委員長

についての説明を求めます。

指導監査・援護課で○林指導監査・援護課長

ございます。

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例に基づきまして、県出資法人等の経営状況に

ついて御報告を申し上げます。

、お手元の令和２年９月定例県議会提出報告書

下のほうに括弧書きで、県が出資している法人

等の経営状況についてと記載のございます資料

を御覧いただきたいと思います。

資料の209ページを御覧ください。

社会福祉法人宮崎県社会福祉事業団の経営評

価報告書について御説明申し上げます。

まず、法人の概要ですが、上から３つ目の欄

になりますけれども、この法人は、昭和34年に

設立をされまして、その下、総出資額は１億811

万5,000円となっております。なお、県からの出

資はございません。

次に、県の関与状況についてでございます。

まず、人的支援であります。

右側の令和２年度の欄を御覧ください。

県退職者４名が役員となっており、常勤役員

が２名、非常勤役員が２名でございます。

次に、財政支出等でございます。

左側の中ほど、令和元年度の欄を御覧くださ

い。

県委託料が8,553万6,000円、県補助金が20

万9,000円となっております。
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内訳は、下の欄、主な県財政支出の内容のと

おりでございます。

一番下の活動指標でございますけれども ①10、

施設の年間の延べ入所者数は、目標値の26万人

に対しまして、実績値は25万7,911人、達成度

は99.2％でございまして、②グループホームの

年間延べ利用者数も達成度95.6％と、おおむね

目標を達成しております。

次のページ、210ページを御覧ください。

財務状況についてであります。

左側の事業活動計算書の令和元年度の欄を御

覧ください。

収益が39億5,842万3,000円、費用は38億8,018

万8,000円であり、当期活動増減差額は7,823

万5,000円となっております。

次に、財務指標ですが、３つの指標を掲げて

おります。

①の人件費比率及び②の経費比率につきまし

ては、達成度がそれぞれ97.2％及び102.9％と、

おおむね目標を達成しておりますが、③の経常

増減差額率は達成度が51.5％と 目標値を下回っ、

ております。

これは、昨年度半ばから始まりました介護職

員等の特定処遇改善加算に合わせて職員の処遇

改善に取り組んだことなどに伴いまして、人件

費が１億円余増加したことによるものでござい

ます。

次に、直近の県監査の状況についてですが、

昨年度、県の監査は実施されておりませんで、

該当はございません。

最後に、総合評価でございますが、右側の県

の評価の欄を御覧ください。

公認会計士監査によりまして、昨年度に引き

続き、最も優れた評価でございます無限定適正

意見が付与されております。

また、活動指標及び財務指標については、職

員の処遇改善に伴う経常増減差額の減少を除き

まして、おおむね目標を達成しているほか、経

常黒字を確保しつつ、施設整備積立ても着実に

実施をされるなど、全体的に問題のない経営状

況であると考えております。

これらを踏まえまして、県の評価といたしま

しては、活動内容、財務内容及び組織運営のい

ずれも良好のＡとしております。

説明は以上でございます。

公立大学法人宮崎県立看○小牧医療薬務課長

護大学につきまして、関係法令に基づく報告を

させていただきます。

引き続き、定例県議会提出報告書の13ページ

をお開きください。

地方自治法第243条の３第２項に基づく、令和

元年度事業報告書でございます。

まず、１の事業概要にございますとおり、当

該法人は、県の定めました中期目標を達成する

ための中期計画等に沿った大学運営を行いまし

て、高い資質を備えました看護職員の育成等を

通じて、本県の保健、医療及び福祉の充実に貢

献することとしておるところでございます。

次に、２の事業実績でございますが （１）の、

教育研究の実施にございますとおり、令和元年

度の国家試験合格者数は 学部生では 看護師101、 、

名、保健師12名、助産師８名、別科では、助産

師12名となりました。

また、高原町と包括的連携協定を締結しまし

て、学術・研究に関して協力する体制を整えま

したほか、図書館における学修環境の充実等に

取り組んだところでございます。

事業費は８億821万7,000円でございました。

14ページをお開きください。

（２）の地域貢献に関する取組の実施でござ
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います。

事業費は3,667万3,000円で、県や関係機関と

連携して、保健師・助産師の実践力向上のため

の事業などに取り組んだところでございます。

次に、15ページの貸借対照表を御覧いただき

たいと思います。

令和元年度のⅠの資産の部の合計額は、表の

中ほど、二重線が引いておりますけれども、44

億911万8,546円で、Ⅱの負債の部の合計額は、

６億2,227万1,806円で、Ⅲの純資産の部の合計

額は、一番下から２番目のところでございます

が、37億8,684万6,740円となっております。

次に、16ページを御覧ください。

損益計算書でございます。

（１）の経常費用につきましては、業務費の

教育経費等でございまして、経常費用計の欄に

ございますとおり、10億159万1,514円となって

おります。

次に （２）の経常収益は、県から交付します、

運営費交付金収益、授業料収益等でございまし

て、表の下から４行目のところ、経常収益計の

欄にありますとおり 10億2,266万4,945円となっ、

ております。

この結果、その下でございますけれども、収

益から費用を差し引きました経常利益は2,107

万3,431円で、当期純利益及び当期総利益は同額

となっております。

続きまして、17ページを御覧ください。

令和２年度の事業計画書について御説明いた

します。

１の事業概要については 前年度と同様となっ、

ております。

２の事業計画につきましては （１）の教育研、

究の実施の事業費として９億676万円 （２）の、

地域貢献に関する取組の実施の事業費とし

て3,704万3,000円を計上し、引き続き教育研究

活動の推進、看護職者の資質向上等に取り組む

こととしております。

次に18ページを御覧ください。

３の収支計画でございます。

費用の部 経常費用の合計は10億8,464万6,000、

円で、前年度と比較しまして592万1,000円の減

でございます。

収益の部 経常収益の合計は 同額の10億8,464、 、

万6,000円となっております。

続きまして、167ページを御覧ください。

宮崎県の出資法人等への関与事項を定める条

例第４条第３項に基づきます県立看護大学の経

営評価報告書でございます。

まず、概要の欄につきましては、県立看護大

学は、平成29年に公立大学法人となったところ

でございまして、総出資額は39億8,875万5,000

円で、これは、大学の土地、建物、構築物で、

全て県からの出資でございます。

次に、県関与の状況についてでございます。

人的支援につきまして、令和２年度の欄を御

覧いただきますと、役員７人のうち、県からの

退職者は２人で 職員数68人のうち 県職員は13、 、

人、県からの退職者は４人となっております。

、 、次に 主な県財政支出の内容につきましては

令和元年度の欄を御覧いただきますと、①公立

大学法人宮崎県立看護大学運営費交付金６

億9,586万9,000円のほか、②から⑤の補助金、

委託料などとなっているところでございます。

次に、活動指標につきましては、①県内就職

率は、目標の50％に対し、実績が37.0％で、達

成度は74.0％、②地域貢献事業数につきまして

、 、 、は 目標 実績とも15事業となっておりまして

達成度は100％となっております。

次の右の168ページを御覧ください。
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財務状況につきましては、先ほど事業報告書

で御説明したとおりでございます。

また、その下、２つ目の欄ですけれども、財

務指標につきましては、県立看護大学につきま

しては、営利事業を行っておりませんので、収

支バランスを100％以内に収めることを目標とし

ておりまして 実績値は97.9％で 達成度は102.1、 、

％となっておるところでございます。

次に、直近の県監査の状況でございます。

昨年10月に財政援助団体等に係る監査を受け

まして、県内就職率につきましては、さらなる

対策に努められたいとの御意見をいただいたと

ころでございます。

引き続き、関係機関と連携しまして様々な取

組を実施することで、県内就職率の向上に努め

ることとしておるところでございます。

最後に、総合評価でございます。

右上の県の評価のところを御覧いただきます

と、活動指標につきましては、県内就職率につ

いて、目標には届いていない状況ではございま

すが、財務指標につきましては、収入の範囲内

で運営が行われるなど、適切な運営がなされて

おりますので、評価としましては、活動内容、

財務内容及び組織運営のいずれも、ほぼ良好の

Ｂとしております。

県立看護大学に関する出資法人の経営評価に

ついては以上でございます。

続きまして、公立大学法人の県立看護大学の

業務実績に関する評価結果について御説明いた

します。

常任委員会資料のほうで説明をさせていただ

きたいと思います。

９ページを御覧ください。

まず、１の趣旨等につきましては、県立看護

大学は、地方独立行政法人法の規定により、各

事業年度の業務実績につきまして、宮崎県地方

独立行政法人評価委員会による評価を受けるも

、 、 、のとされており 今回は 同法に基づきまして

その評価結果を御報告するものでございます。

次に、２の評価方法につきましては、法人が

作成しました業務実績報告書を評価委員会で検

証いたしまして、次の10ページにございます第

１から第５の５つの項目について、全体評価を

行ったところでございます。

評価委員会の開催につきましては、２の評価

方法のところに記載のとおりでございますが、

第２回目の評価委員会につきましては、７月27

日に開催予定でございましたが、新型コロナの

第２波のピーク時に重なったことから、書面審

議とさせていただいたところでございます。

次に、３の業務実績評価書の概要についてで

ございます。

（１）の評価の基本方針に記載のあります４

つの方針に基づき評価しました結果 （２）の評、

価結果にございますとおり、①の全体評価は、

一部改善の余地はあるものの、多くの項目で年

度計画を達成できており、令和元年度の業務実

績は順調に進捗していると認められ、引き続き

中期目標等の達成に向け、着実な業務運営とそ

の成果に期待するとの評価をいただいていると

ころでございます。

10ページの②の項目別評価につきましては、

項目ごとに、ⅣからⅠの４段階で評価を行って

おります。

結果としましては、第１の大学の教育研究等

の質の向上に関する目標を達成するための措置

及び第２の業務運営の改善及び効率化に関する

目標を達成するための措置の項目では、おおむ

ね順調に実施しているというⅢの評価となって

おります。
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そのほかの項目では、順調に実施していると

いうⅣの評価をいただているところでございま

す。

県立看護大学の業務実績に関する評価結果に

ついては以上でございます。

衛生管理課分について御○木添衛生管理課長

説明いたします。

お手元の令和２年９月定例県議会提出報告書

の169ページをお開きください。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センタ

ーの経営状況についてであります。

初めに概要ですが、同センターは、昭和55年

に設立され、総出資額780万円のうち、県の出資

額は200万円、出資比率は25.6％となっておりま

す。

また、設立の目的ですが、理容・美容・クリ

ーニングなど生活衛生関係営業の経営の健全化

や振興を通じまして、衛生水準の維持向上と、

利用者、消費者の利益の擁護を図ることとされ

ております。

次に、県関与の状況であります。

人的支援につきましては、常勤役員１名と職

員２名の３名が県職員ＯＢとなっており、また

財政支出等につきましては、県からセンターへ

補助金と委託料を支出しています。

、 、主な県財政支出の内容ですが 令和元年度は

①の生活衛生営業指導事業として、センターが

行います各種の相談・指導に必要な運営費に対

する補助金2,886万2,000円のほか、②、③の委

託料、補助金となっております。

次に、一番下の表の中ほどにあります活動指

標を御覧ください。

①の経営指導員の巡回指導数は、目標値を達

成しております。

②の生活衛生営業指導員の巡回指導数につい

ても、達成度が99.4％であり、ほぼ目標値を達

成しております。

左のページをお願いします。

財務状況であります。

表の左、正味財産増減計算書の上から３段目

の当期経常増減額 いわゆる単年度収支を御─

覧いただきますと、令和元年度は17万4,000円の

赤字となっております。

表の右、貸借対照表を御覧いただきますと、

中ほどの正味財産については、ここ３年間、大

きな変動はありません。

次に、その下の財務指標を御覧ください。

①の県の補助金比率は、目標値88％に対し実

績値が86.8％となり、目標値を達成しておりま

す。

また、②の管理費比率は、目標値8.1％に対し

実績値が8.1％となり、目標値を達成しておりま

す。

次に、直近の県監査の状況であります。

、昨年10月に財政援助団体等に係る監査を受け

その結果、指摘事項はございませんでした。

最後に、総合評価でありますが、右側の県の

評価の欄を御覧ください。

活動指標に関しましては、ほぼ目標を達成し

ており、財務面に関しても、目標に達しており

ますが、今後とも経費節減や自主財源確保への

取組を進め、健全な経営に努める必要があると

考えております。

衛生管理課の説明は以上であります。

健康増進課で所管してお○川越健康増進課長

ります２つの法人について御説明いたします。

報告書の29ページをお開きください。

宮崎県移植推進財団について、地方自治法及

び条例に基づく報告を行います。

まず、令和元年度の事業報告です。
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１の事業概要ですが、当法人は臓器移植を普

及促進するため、県民への移植医療の知識や意

義の普及啓発、医療機関への情報提供等を行っ

たところであります。

２の事業実績でありますが （１）の臓器提供、

者の募集及び腎臓移植希望者の登録に関する事

業としましては、日本臓器移植ネットワークへ

の登録啓発、腎臓移植希望者の登録等を行って

おります。

（ ） 、２ の普及啓発に関する事業としましては

パンフレットの配布、出前講座の実施等の啓発

活動を行っております。

（３）の臓器移植関係機関相互の連絡調整に

関する事業としましては、県内の医療機関に対

する院内臓器提供体制整備の支援等を行ってお

ります。

また （４）の腎臓移植等に対する助成に関す、

る事業も行っております。

さらに、30ページをお開きください。

（５）の臓器提供意思表示カードの配布及び

（６）の臓器のあっせんに関する事業を行って

おります。

続きまして、31ページの貸借対照表でありま

す。

当年度の欄、令和元年度の資産の合計額は、

表の中ほど、5,108万689円、正味財産の合計は

一番下から２番目、4,832万6,393円となってお

ります。

32ページをお開きください。

正味財産増減計算書であります。

令和元年度の経常収益は、賛助会員からの会

費、県の補助金等を合わせまして、経常収支

計1,327万3,828円となっております。

一方、経常費用としましては、人件費、普及

啓発費等の事業費及び管理費を合わせまして、

経常費用計1,356万1,256円となっております。

続きまして、35ページをお開きください。

令和２年度の事業計画であります。

令和２年度も、引き続き事業計画の（１）か

ら（６）までの事業を行い、臓器移植の普及促

進及び医療機関への支援等を行うこととしてお

ります。

36ページをお開きください。

収支予算書であります。

経常収益の合計は 表の中ほど 1,424万3,000、 、

円です。

昨年度から57万9,000円の増となっております

が、これは、会員や寄附金の増加を見込んでい

ること等によるものであります。

経常費用は、事業費と管理費を合わせまし

て、37ページの表の中ほど、経常費用計1,454

万2,000円としております。

続きまして、条例に基づく報告です。

同じく報告書の171ページをお開きください。

法人の概要についてであります。

総出資額は4,799万4,000円で、うち県出資額

は3,037万8,000円、出資比率は63.3％でありま

す。

県関与の状況としましては、人的支援としま

して、令和２年度は、役員８名のうち、県職員

が３名、県退職者が２名で、いずれも非常勤と

なっております。

県の財政支出等につきましては、令和元年度

に補助金730万3,000円を支出しておりますが、

これはその下の主な県財政支出の内容の欄の宮

崎県臓器移植推進事業費補助金として、事業活

動に必要な経費に対する補助を行ったものであ

ります。

また、その他の県からの支援等にありますよ

、 。うに 事務局を健康増進課内に置いております
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実施事業につきましては、先ほどと重複しま

すので、省略いたします。

活動指標は、腎臓提供協力病院連絡会議（研

修会）回数及び臓器提供意思表示カード配布枚

数としております。

腎臓提供協力病院連絡会議・研修会は、県が

指定する12の協力病院の連携強化・情報交換や

移植医療従事者の資質の向上等を目的として実

施しております。目標値のとおり、年２回開催

しております。

一方、臓器提供意思表示カードの配布につき

ましては、達成度が79.5％となっております。

目標に届いておりませんが、現在、意思表示カ

ード以外にも運転免許証、マイナンバーカード

等に意思表示欄が設けてありますことから、様

々な方向での意思表示を呼びかけているところ

であります。

報告書の172ページです。

財務状況につきましては、先ほど御説明した

とおりです。

次に、財務指標についてであります。

①の自己収入比率は、目標の20％に対して、

、 、実績は17.9％ ②の事業費比率につきましては

目標の68％に対し、実績は90.7％となっており

ます。

次に、総合評価についてであります。

枠内右上の県の評価についてでありますが、

財務状況について、賛助会員や寄附の拡大に取

り組むなど、自己収入の増加に努めた結果、令

和元年度の受取会費・寄附金の額は平成30年度

比で26％増えており、財源の確保に努めており

ます。

しかしながら、基本財産を取り崩して運営を

している状況であり、引き続き財務状況の改善

に取り組む必要があると考えております。

最後に、令和元年度の活動内容、財務内容及

び組織運営については、いずれもＢとしており

ます。

宮崎県移植推進財団については以上です。

次に、173ページをお開きください。

公益財団法人宮崎県健康づくり協会でありま

す。

一番上の表の概要の、中ほどの総出資額

は3,000万円で、県の出資額は800万円、出資比

率は26.7％であります。

次に、県関与の状況についてでありますが、

人的支援につきましては 令和２年度は 役員11、 、

人のうち、県職員３名が非常勤役員、県退職者

３名が常勤役員となっております。

、 、 、また 職員74名中 県からの派遣職員が１名

県退職者が１名となっております。

、 、次に 主な県財政支出の内容につきましては

令和元年度は、①の宮崎県健康づくり推進セン

ター管理運営委託費6,676万4,000円のほか、②

の先天性代謝異常等検査事業として2,8 7 1

万3,000円を支出しております。

次に、実施事業につきましては、①の各種健

診及び検査事業から、⑨の宮崎県健康づくり推

進センターの管理運営まででありまして、①の

健診事業が主要なものとなっております。

次に、活動指標についてです。

①の基本（特定）健康診査実施件数につきま

しては、令和元年度の年間実施件数の目標値３

万件に対し 実績値は２万4,367件 達成度は81.2、 、

％となっております。

②の市町村、事業場等健康指導受講者数につ

きましては、年間延べ受講者数の目標値6,000人

に対し、実績値は3,638人で、達成度は60.6％、

③のホームページアクセス数につきましては、

目標値３万4,000件に対し、実績値は３万9,415
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件で、達成度は115.9％となっております。

174ページです。

財務状況についてでありますが、表の左側、

正味財産増減計算書を御覧ください。

令和元年度についてでありますが、経常収益

は16億59万4,000円、経常費用は15億6,230

万1,000円、当期一般正味財産増減額は3,829

万4,000円となっております。

表の右側、貸借対照表でありますが、令和元

年度は、中ほどの正味財産は13億3,580万3,000

円となっております。

次に、財務指標でありますが、①の管理費比

率につきましては、目標値3.9％に対し、実績値

は3.6％、達成度は107.7％となっております。

②の人件費比率については、目標値60.0％に

対し、実績値は58.5％、③の収支比率について

は93.9％に対し、実績値は94.2％となっており

ます。

最後に、総合評価であります。

右上の県の評価でありますが、活動指標につ

いては、基本（特定）健康診査実施件数及び市

町村、事業場等健康指導受講者数は、目標値を

下回ったものの、市町村、事業場等健康指導受

講者数以外は、前年度より実績値が増加してお

り、また財務指標については、収支比率につい

て若干目標に届いていないものの、前年度より

改善が見られることから、評価としましては、

活動内容をＢ、財務内容及び組織運営をＡとし

ております。

宮崎県健康づくり協会については以上であり

ます。

執行部の説明が終了いたしまし○図師委員長

た。

ただいまからは報告事項についての質疑をお

受けいたします。いかがでしょうか。

、○井本委員 臓器移植 特に腎臓なんですが─

アメリカとかでやっているマッチング方式とい

うのを聞いたことはありますか。非常にはやっ

ているというわけではないけれども、何かえら

く効果があって。

マッチング方式というのはペアで参加するわ

けですよ。例えば、私が腎臓が悪いとしたら、

大概は奥さん 奥さんでなくてもいいのだけ─

れども、その人が提供する臓器が合わないと、

その二人が手を挙げて全国に行くと、何千、何

万の中から合う人が出てくるわけですよ。今度

はその中で提供してもいいと、自分の奥さんか

旦那さんかには合わないけれども、提供しても

いいと、こっちとこっちが合うというのをやっ

、 。ていくと 合う人がたくさん出てくるんですね

それで、非常に効果が出てきたと、提案者がノ

ーベル賞を受賞したんです。

そういうのは、日本ではまだはやっていない

と書いてありましたけれども、そんな方法も考

えなといけないときが来ているが、部長は聞い

ていますか。

申し訳ありません。今、○渡辺福祉保健部長

勉強させていただきましたので、しっかり勉強

して、普及できるように努めたいと思います。

宮崎県から発信しても結構だし、○井本委員

なかなか優れとるなと思ったから提案しました

ので、ぜひとも。

それから、もう一つ、私の耳に入ってきたの

は、看護大学の学生で宮崎県内に残る人が少な

いというものだから、聞いたら、卒業式か終業

式かのときに、他県からたくさんスカウトに来

るらしいですね。

そのときに何か部屋まできれいに用意して、

どんちゃん騒ぎではないんだけれども、そんな

ことをしているという話を聞いて。
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、 、他県からのスカウトですが はっきり言って

県が全部お金を出して育てているのにそんなこ

とをさせていいんでしょうか、と言ってきたん

だけれども、実際そんなことをやっているんで

すか。

いろんな医療機関の説明○小牧医療薬務課長

会というのは実施しています。

ただ、県外の医療機関が、いわゆる接待的な

ことをしているという情報は、我々もまだ詳細

には伺っていない現状です。

聞いたことある人いないの。何か○井本委員

頭をうんと言った人がおった。

ちょっと我々も把握して○小牧医療薬務課長

いないところなんですけれども、それが学内で

行われているのか、学外の例えば飲食店とか、

ホテルでやられているのか、我々もちょっと分

かっていないところがございますので、大学の

ほうには、そういう現状について報告をするよ

うに言っておきたいと思います。

私は学内にどこか部屋を取ってい○井本委員

たと聞いた。どこか知らないけれども、学内で

も学外でも、ちょっとわざわざね。宮崎県から

もほかの大学にスカウトに行っているのならお

互いさまなところもあるんだろうけれども、何

かどんちゃん騒ぎで飲み交わすみたいなことを

やっとるという話を聞いたものだから、それは

ちょっとおかしいことをやっとるねという話で

ありましたので、一度調べてくださいよ。

分かりました。○小牧医療薬務課長

井本委員の話は本当に調べても○右松委員

らったほうがいいかもしれないですね。学内、

学外に関係なく、それだけ接待をして 元日─

本看護連盟の幹事長だった人が参議院議員にな

られて、石田さんなんですけれど、宮崎に来た

ときに、言い方は変だけれど宮崎は相当狙われ

ていると、リクルートでもかなり宮崎に入って

きているというか、相当草刈り場的になってい

ると言われたんですよね。

県内就職率が目標の50％に対して37％という

のはかなり低いので、その理由の一つにそうい

うふうなことがあるとすれば、どこかで分析を

していただいて、情報もしっかり収集していた

だいて、対抗策というか戦略的というか 地─

元に残ってもらいたいですから、その辺は極め

て大事なことなので、そういったところを。

あと保護者に対してどのようなアプローチを

、 、かけているのかも含めて これはぜひ分析なり

ほかのリクルートなり、スカウトの状況を情報

収集されたほうがいいと思います。

今、御指摘があったとお○小牧医療薬務課長

り、本県は看護人材の供給県というような見方

が強いというのが現実にございまして、先ほど

の接待についてはまた調べさせていただきます

けれども、奨学金とか勧誘が活発に行われてい

ることは我々も従来から承知しています。

どうやって県内に残ってもらうかということ

について、学生へのアンケートを現在もやって

いるんですけれども、詳細に調べていって、ど

のような対策が有効かということを検討して、

また実施をしてまいりたいと思います。

ぜひお願いしたいと思います。50○右松委員

％に向けてやれることは全部やっていくぐらい

の形でいかないと、なかなか高いハードルです

よね。どうしても給与面では劣るところがあり

ますから、どういうやり方で引っ張っていって

いるのか、そこを詳しく分析されて、それに対

する取組をしっかり検討して、計画的にやって

いくことが大事です。

先ほど言いましたが、私の娘の同級生は今、

高校３年ですけれども、同級生のお母さんが看
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護師で娘もなりたいと今年看護大学を受けるん

です。親へのアプローチも含めて、もういろい

ろやっておられると思いますけど、やれること

は全部やっていって、やはり宮崎の医療業界を

背負っていく人たちですので 一人でも多く残っ、

てもらえるように努力を引き続きしていただけ

ればなと思います。

もう一つ、国家試験合格者数が出ています。

看護師、保健師、助産師、それぞれ出ています

けれども、参考までに合格率は100％なのか、国

家試験に向けて資格取得が必要ですのでいろい

ろ努力をされていると思いますけど、そこを教

えてもらえると。

令和２年３月の卒業生の○小牧医療薬務課長

国家試験の合格率なんですけれども、看護師に

つきましては97.1％ということになっておりま

。 。す 残念ながら３名の方が合格できなかったと

なお、保健師と助産師についてはともに100％の

合格率となっております。

県立看護大学について、国家試験○満行委員

、 、合格者が保健師12名 助産師８名ということで

この数字がどうかというところなんですけれど

も、保健師助産師学校時代は両方取れていたの

でそれなりの合格者数がいましたが、11年ぐら

い前に保健師助産師看護師法が改正されて、も

う一つしか取れなくなっていると思います。

私は、４年生大学では大方４年生になったら

、 、どちらかを選ぶと思っていたんですけど 12名

８名、これで県内の需要というか社会的需要、

今はそんなに必要ないんでしょうか。この合格

。者数についてどうお考えなのかをお尋ねします

今ちょっと需給の確かな○小牧医療薬務課長

数字は持ち合わせていないんですけれども、保

健師につきましては、宮崎県の場合、どうして

もその勤務先が行政機関に限定されている状況

です。県なり市町村の採用数を考えたときに、

現在の保健師の供給が間に合っていないという

ようなところまではまだないのですが、やはり

優秀な保健師に数多く行政の保健師に受験して

いただくという意味では、数が多いというのは

有利に働くのかなとは考えているところです。

今、課長が主に保健師は行政だと○満行委員

おっしゃったんですけれども、その認識は県と

してもやはり変えないといけない。企業保健師

。もやはりたくさん採用しないといけないんです

やはり本県は特に大きな企業がないという課題

もあるんでしょうけれども、企業がもっと採用

しないといけないはずなのにできていない状況

がありますので、そこは行政として、今後、政

策的に充実させていただきたいとお願いしてお

きます。

もう一つ、看護大学の県職員の派遣が13名で

すが、この職種が分かれば教えてください。

県の現職職員について 13○小牧医療薬務課長 、

名は 事務職でございます。※

看護大について、県内就職率○脇谷副委員長

の目標が50％というのは、私は低いと思ってお

りまして、これはもしかすると入学者が県外の

方が多いからなのかと思うんですけれども、県

外者の入学者数と、目標数値50％の設定の理由

を教えてください。

まず、出身率につきまし○小牧医療薬務課長

て、県内の出身者の入学する割合はこの５年間

で大体54％～62％の間で上下しています。

50％につきましては、これは中期計画を定め

る際に評価委員会等々の審議を経て定められた

目標でございまして、やはり県立の看護師の養

成大学ということで、やはり最低限の目標とし

て50％と定められたところでございます。

※23ページに訂正発言あり
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今、おっしゃった54％～62％○脇谷副委員長

というのは、県内の出身者ということですね。

県内から看護大学に入学○小牧医療薬務課長

されている方の割合です。

、○脇谷副委員長 昨年の雇用人財特別委員会で

看護師が中央の報酬と比べて６万円も違うとい

うようなことを言われたんですけれども、この

報酬の違いというのは、医療機関からの報酬だ

思うんですが、医療機関に対して全体的に報酬

を上げてくれとかというのは、県からは言えな

。 、いのかどうか そういう報酬の問題に関しては

どのように考えていらっしゃるんですか。

医療機関につきましても○小牧医療薬務課長

企業経営というか努力されている中で、我々と

しては、看護職員の勤務環境全体として向上さ

せていただきたいと常々お願いしておりますけ

れども、個別に例えば賃金をどの程度上げると

かはなかなか難しいのかなと考えております。

個人経営の方もいらっしゃる○脇谷副委員長

ので大変だと思うんですけれども、三股町の医

療機関の看護師さんに聞きましたら、先輩が卒

業する学生さんに対して、うちはすごくいいと

ころだよというふうな形で言って、その医療機

関はすごく順調にいっていると言われていまし

たので、先輩後輩の間を取り持って少しでも県

内に就職できるようにしたらいいなというふう

には思っています。また頑張ってください。

ちょっといい内容だったんですけ○右松委員

、 、れども やはり先ほど課長が答弁されたように

以前も一般質問でお話ししましたけれども、看

護師に評価の高い優良事例をぜひ広報していた

だいて、それが給与面を含めたいろんな形で待

遇改善につながっていく可能性があるので、積

極的にお願いしたいと思います。

先ほど井本議員から話があった臓○濵砂委員

器移植について、ちょっと教えてください。

腎臓移植の令和元年度登録者69名は、提供を

希望されている方ですか。それと、実際にいい

、 。ですよと あげますよという人はいるんですか

一般的に、臓器提供につ○川越健康増進課長

いては脳死とか死亡したとき、あるいは、親族

間の移植があります。これまでの実績を申し上

げますと、腎臓の移植の提供を受けた方は、残

念ながら令和元年度はゼロで、平成30年度に２

名と、このあっせんを受けて臓器提供を受けて

いる方は県内では少ないのが現状です。

ただ、親族間の提供については、県にはデー

タがございません。親族間の腎臓移植について

は年間数件程度あるとは聞いております。

いや、事業報告書の話をしている○濵砂委員

んです。移植推進財団の話の中で、それを必要

だと登録している人が69名いるけれども、場合

によっては私も提供しますよという人の登録は

ないんですね。

臓○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

器を提供してもいいという意思表示は、脳死の

場合、提供カードでされているんですが、その

方が全員脳死になられて提供できるわけではな

く、あくまでも移植ネットワークは脳死移植の

対応をされているので、よく話題になります肝

臓とか腎臓の生体腎移植については、全く関与

。 、 、ができない形になっています そのため 親族

奥さんが旦那さんに二つある腎臓の片方を提供

するという生体腎移植については、ネットワー

クが関われないので、例えば脳死になった場合

の意思表示をされている方が何人いらっしゃる

というような状況でしか把握できないというこ

とになります。

これで見ると、臓器のあっせんに○濵砂委員

関する事業の中で、あっせんの腎臓の移植はゼ
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ロ件です。平成４年７月７日に設立されている

んですが、それから、現在まで27～28年たって

いるんですけれども これまでにここが間に入っ、

て腎移植ができたという実績はあるんですか。

令和元年度末までの実績○川越健康増進課長

で言いますと、腎臓提供が12件、腎臓の移植を

受けた方が18件となっております。

分かりました。年に１回ぐらいは○濵砂委員

あるのはあるんですね。

もう一件いいですか。

出資総額が4,700万円で、そのうち県が3,000

万円、あとはどこが出しているんですか。

あとは、市町村で1,500万○川越健康増進課長

程度と民間で250万円程度となっております。

分かりました。でも、こんな大変○濵砂委員

な仕事でしょうから、しょっちゅう提供者がい

るわけでもないのでしょうが、ただ、こういう

状況の中でなかなか事業の存続そのものが……

これは全国的に各都道府県にあるんですか。

この事業そのものは国の○川越健康増進課長

臓器移植ネットワークという活動になっており

まして、全国では例えば令和元年度で言います

と脳死下で98件、心停止下で28件の提供があっ

たと聞いております。

ついでだから、もう一件教えてく○濵砂委員

ださい。

700万円前後の補助金を県が出していますよ

ね。これは全額、県費持ち出しですか。

一般財源であります。○川越健康増進課長

報告事項について他に御質問は○図師委員長

ありませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、次にその他の報告事項の説明の予

定なのですが、一応、説明所要時間14分ほどか

かりまして、お昼をまたぎますので、その他の

説明事項についてはお昼休み以降ということで

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、再開は午後１時10分とい○図師委員長

たします。

暫時休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時７分再開

委員会を再開いたします。○図師委員長

冒頭に医療薬務課長のほうから訂正の発言が

あるようです。

大変申し訳ありません。○小牧医療薬務課長

、午前中に満行議員から御質問いただきました

県立看護大学に対する県からの人的支援の状況

について誤りがございましたので訂正させてい

ただきます。

令和２年の県からの派遣職員13人について 全「

て事務職員」とお答えしたところでございます

が、13人のうち１名は県病院局からの助産師が

、 、１人含まれておりましたので 12名が事務職員

１名が助産師という形になっております。

発言を訂正させていただきまして、おわび申

し上げます。すみませんでした。

それでは、次にその他報告事項○図師委員長

についての説明を求めます。

常○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

任委員会資料の11ページをお開きください。

Ⅰの新型コロナウイルス感染症に関する本県

の対応状況等についてです。まず、国及び本県

の主な対応状況ですが、11ページは、１～３月

までの状況、12ページは、４月、５月の状況、

ページをめくっていただき13ページが、５月～

７月の状況となっております。

前回、７月20日の委員会で７月16日までの状
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況を報告させていただきましたが、22日の３例

。を皮切りに本格的な第２波の発生となりました

その状況につきましては、先にページをめくっ

ていただき、16ページの上段の県内の感染者数

のグラフを御覧ください。

７月25日には、第２波で１日の感染者数とし

ては最大の26名が確認されております。７月27

日の18名から８月２日の19名までの128名が１週

間の感染者数としては最大となり、下段の直近

１週間の人口10万人当たりの感染者数のグラフ

を御覧いただければ、８月２日がピークの12.02

人となっております。

８月３日以降は、直近１週間の人口10万人当

たりの感染者数は減少しておりましたが ８月21、

日には5.26人と二つ目の山ができております。

これは、上段の18日の宮崎市内の有料老人ホー

ムにおける集団感染を含む19名の感染者が確認

されたためです。

資料の13ページにお戻りください。

７月25日には県内の警報レベルをレベル２の

特別警報に引き上げ、資料の14ページになりま

すが、26日には警報レベルをレベル３とし、感

染拡大緊急警報を発令し、翌27日には、西都市

・児湯郡圏域の接待を伴う飲食店に対し、休業

要請を行っております。30日には、県内全域に

おける接待を伴う飲食店に対し、休業要請を行

うとともに新型コロナウイルス対策特命チーム

を設置しております。

８月17日には、休業要請を解除するとともに

飲食業関係団体と県及び市町村でガイドライン

遵守に関する共同宣言署名式を開催しておりま

す。

資料の15ページをお開きください。

８月31日には、新たな感染者数が落ち着いて

きたことから、感染拡大緊急警報を解除したと

ころです。

下段の相談・検査状況につきましては、相談

件数が４万180件、検査件数が8,331件となって

おります。

資料の17ページをお開きください。

９月13日の時点では、11名の方が入院中でし

た。市町村別の感染者数につきましては、表の

とおりとなっております。

18ページを御覧ください。

ＰＣＲ検査の実施状況です。棒グラフで分か

、 、りますように 検査件数も７月23日から急増し

８月１日には最大の493件となっております。陽

性率は折れ線グラフとなっております。

19ページをお開きください。

ＰＣＲ検査に係る地域外来・検査センターの

設置状況です。７月１日に都城と延岡地区に、

７月８日に日向地区に、８月24日に西都地区に

設置しております。

20ページを御覧ください。

８月17日に行いました、ガイドライン遵守に

関する共同宣言署名式の宣言文となります。

21ページをお開きください。

21～24ページまでは、県の対応方針となって

おります。県主催のイベント等につきまして

は、24ページにありますように、今週19日の土

曜日から11月末までの間は国と同じ考え方で実

施することとなります。

25ページをお開きください。

緊急小口資金・総合支援資金ですが、緊急小

口資金は4,993件で約９億円、総合支援資金

は2,367件で約14億円の実績となっております。

新型コロナの対応状況等につきましては、以

上になります。

。○木添衛生管理課長 衛生管理課でございます

常任委員会資料の26ページを御覧ください。
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当課では、本年度、食品衛生法改正に伴う食

品衛生関連条例の改正等を行うこととしており

ますので、その概要を御説明いたします。

まず、１の改正等の理由でありますが、食を

取り巻く環境変化や国際化等に対応するため、

事業者による衛生管理の向上や実態等に応じた

営業許可・届出制度の創設等を盛り込んだ改正

食品衛生法が平成30年６月13日に公布され、そ

の一部が令和３年６月１日から施行されます。

この改正に伴いまして、食品衛生に関連する

条例等を改正するものです。

次に、２の改正の必要な主な条例等について

ですが、まず （１）の食品衛生法施行条例であ、

ります。営業者は営業許可を取得するに当たっ

て、各都道府県が条例で定めていた施設基準を

遵守する必要があります。今回の法改正におい

て、営業許可業種の見直しとともに施設基準に

つきましても全国的な平準化を図るため、各都

道府県等は条例で施設基準を定める際、厚生労

働省令で定められた施設基準を参酌しなければ

ならないこととなりました。

このため、食品衛生法施行条例の施設基準等

について必要な基準の見直しを行うこととして

おります。

次に （２）の食品等取扱条例でありますが、、

法改正により営業許可業種以外の食品取扱業者

を自治体が把握できるよう、営業許可業種以外

は営業届出制度が創設されました。

このため、食品等取扱条例で規定していた営

業については、営業届出等に移行するため、廃

止を前提として検討してまいります。

続いて （３）のふぐ取扱条例であります。、

同じく法改正により、ふぐの処理を行う営業

者が営業許可を取得するための施設の参酌基準

について、厚生労働省令に必要な規定が整備さ

れました。また、ふぐ処理師の認定に必要な知

識及び技術等の全国的な平準化を図り、都道府

県等間におけるふぐ処理師の資格受入れ促進等

を目的にガイドライン等がまとめられました。

これらを踏まえ、ふぐ取扱条例を改正するも

のであります。

本県は、施設基準とふぐ処理師試験に必要な

知識は、今回の法改正のものとほぼ変わりませ

んが、主な改正点は、これまで試験の受験資格

として定めていた調理師や栄養士の免許取得者

または２年以上の実務経験等の義務付けを廃止

する予定としております。

なお、改正食品衛生法の施行及びこれらの条

例の改正に併せまして、営業許可手数料や申請

様式の見直し並びに関連する規則等についても

改定を行うこととしております。

最後に、今後のスケジュールですが、10月に

食品衛生関係団体等から意見を聴取し、また、

食品衛生法施行条例については 12月にパブリッ、

クコメントを実施することとしております。

これらの意見をまとめて、令和３年２月議会

に改正案を提出したいと考えております。

衛生管理課からは以上です。

執行部の説明が終了しました。○図師委員長

その他報告事項についての質疑をお受けいた

します。

コロナの対応に関しまして、本当○右松委員

に大変な激務だったと思います。心から敬意と

感謝を申し上げます。ありがとうございます。

宮崎市の介護施設でクラスターが発生した際

に、国からクラスター調査班が入ったと伺って

いますが、何名ぐらい来られたのか。もし、調

査結果のお知らせがあったのであれば教えても

らうとありがたいなと思っています。入ってい

なければ、別に結構ですけれど。
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高鍋保健所管内におき○有村感染症対策室長

まして、障害者施設で発生した折に来ていただ

いたものと、それから、やはり高鍋保健所管内

でクラスターが発生しましたスナック関係、８

月１日に延岡市で発生しましたやはりスナック

関係のクラスター、そういったものを見ていた

だいております。

集団発生の事例について、各地区に行ってい

ただきまして、国のほうからは最終的には３名

の専門家の先生に来ていただいております。

講評的には宮崎県の対処は、要は発生からそ

れぞれの患者さんを断定するまでにかかる日数

が早かったというようなことを伝えられており

ますので、よその事例と比較するのも何ですけ

れども、対処にスピード感があるというような

評価をいただいております。

したがいまして、積極的疫学調査が速やかに

行われて、第１例目、第２例目、そして、最後

は国のほうは関与しておりませんけれども、有

料老人ホームの件も拡大は抑えられたと考えて

おります。

有料老人ホームのほうは、国は関○右松委員

わっていないわけですね。

そのとおりでございま○有村感染症対策室長

す クラスターは 第１例目と第２例目のスナッ。 、

ク関係、それと、ちょうど同じ時期に西都市の

障害者施設がございましたので、そちらのほう

を御覧いただいたといったいきさつでございま

す。

分かりました。本県の対応状況に○右松委員

ついて評価されたということで、他県と比較を

してよかったなというふうに思っています。

決してそれを調べないといけないという必要

性はないかもしれませんけれども、感染ルート

というか、その辺りのことを国は独自で調査さ

れるものなのか、ちょっとそこを最後に。

本県の特性は、他県か○有村感染症対策室長

ら入ってきてそれが拡大するといったパターン

ということで、どこで誰が持ち込んだかという

ところまでは、なかなか解明は困難と言わざる

を得ないということでございます。

343名の患者が出たというところで○徳重委員

すが、この中で病院に入院された方が何人で、

ホテルで療養された人が何人、あるいは、自宅

で何人と、それぞれの数字が分かっていれば教

えてください。

若干数字が異なるかもし○川越健康増進課長

れませんけれども、医療機関に入院されている

、 。方が約190名で 宿泊療養施設が130名程度です

いわゆる退院基準というのが発症から10日とい

うことになっているわけですけれども そういっ、

たことで入院調整中に自宅での療養期間が過ぎ

た方が約20名程度となっております。

ホテルあるいは自宅で療養をされ○徳重委員

た方が130名と20名ということですが、この方々

のうち、その後症状が悪くなって入院された方

は何人ぐらいいるのでしょうか。

宿泊療養施設にこれま○小牧医療薬務課長

で137名の陽性の方が入所されておりますけれど

も、その中で容態が悪化して入院した方は10名

いらっしゃいました。

入院された200名、あるいは、この○徳重委員

ホテルから入院された10名の平均の入院日数と

いうか、平均にしてどれぐらいで退院されたの

か教えてください。

実際数字をきちっと確認○川越健康増進課長

しているわけではございませんけれども、先ほ

ど言いましたように、軽症者あるいは無症状の

方が多いということもありますので、退院基準

から言いましても発症日から10日で軽快してそ
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れから72時間経過で退院基準に達するというこ

とになっておりますので、多くの方は、その10

日ちょっとで退院なり退所はされています。

中には重症化し、日数が伸びているという方

もいらっしゃいますけれども、多くの方は退院

基準内で退院、退所というような形で推移して

いると思っております。

すみません、正確な平均日数まではちょっと

出しておりません。

初期の段階で発症された方をいち○徳重委員

早く見つけられたことはすばらしいことだと

思っているのですが、全国的にかなりの方が発

症されて、その後、10日前後で退院できるとい

うようなことであれば そう大したことはなかっ、

たんだなと思ったりもするわけです。

宮崎県で発症したウイルスは全国と同じのウ

イルスというか、その程度というのがあるもの

でしょうか。

次長、分かったら教えてください。

今○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

回の全国の第２波は、恐らく東京の夜の街で広

がった感染が波及したのではないかと専門家の

方は見られています。まだ、ウイルスの遺伝子

、の全ゲノム配列の解析が多分進んでいないので

その結果が出れば どれくらい近いウイルスだっ、

、 、たのかは分かるかと思うんですけれども 多分

今、それが国立感染症研究所で進行中で、しば

らくしたらその結果が公表されると思っていま

すが、恐らく共通なのではないかと予想してい

ます。

最後にしたいんですが、このウイ○徳重委員

ルスはインフルエンザとどれぐらいの違いがあ

るのかなと。インフルエンザでもかなりの方が

亡くなっていらっしゃると聞くものですから、

新型コロナウイルスと一般的に言われるインフ

ルエンザのレベルの差をどう考えていらっしゃ

いますか。

非○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

、 、常に難しい議論になるんですけれども やはり

高齢の方で、恐らく70代、80代以降の方につき

ましては、新型コロナのほうが致死率が高いの

ではないかと考えております。

まだ早いのかもしれないけど、コ○井本委員

ロナに対する対策の在り方です。これは、保健

所を中心に、今、国立感染症研究所を頂点にし

て対応してきたんだけれども、保健所は専門家

でもないし、そこがこれをやっていたのもかわ

いそうだったんだけれども。

韓国なんかがＰＣＲ検査機能が非常に発達し

。 、ていてぱっぱっとやっていた あれに比べると

初めはそういう検査機能がなかったから仕方が

ないと思ったけれども、いつまでたってもＰＣ

Ｒ検査機能が発達しなかった。今でもまだ不十

分なようですけど。

まだ反省するのはちょっと早いかもしれない

けど、今後こういう感染症がまたはやったとき

のことを考えると、やはりもう一度やり方を考

えておかないといけないと私は思うんだよね。

保健所中心でよかったのかなと思うんだけれ

ども、これはまだまだちょっと反省には早いか

もしれないけど、どうでしょう。

コ○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

ロナウイルス対策において、保健所は主にクラ

スター いわゆる集団的広がりをまず一番に─

抑えるべきだという形でやっておりますので、

全国の保健所につきましては、接触者を特定し

ていって次のクラスターを抑えるという点では

非常に有効に機能しているのではないかと思っ

ています。

ただ、残念ながら保健所はそういう面では機
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能できますけれども、実際に発症された患者さ

んは医療機関で対応していただかないといけな

いので、医療は医療でまた別に、保健所とは関

係ないといったらおかしいんですけれども、ま

た別のところで対応していただかなければいけ

ないのと、なかなか有効な治療法がなかったと

いうこともありますし、今、ワクチンについて

も今後の課題なんだろうなというふうに思って

いますので、そういう意味では、今、保健所と

医療機関も含めて、今できるところは最大限に

やったのではないかと考えています。

恐らく、国を挙げていろんな意味で、次の対

策については課題をまた抽出して新しい体制を

つくっていく必要があると思っていますが、第

、 、 、２波で終わるのか 第３波で終わるのか いや

まだ２年、３年続くのかが全く見えません。や

はり最終的にはしっかりワクチンができたとこ

ろで反省をして、次の課題にというか次の体制

、を整えることになるのではないかと思っていて

どれくらい時間がかかるのかが読めないのが現

実かなと思っています。

あなたは多分うまく押さえ込んだ○井本委員

と思っているのかもしれないし、それでいいと

思うんだけれども、今回は運がよかったという

こともかなりあるんじゃないかと私は思うよ。

だから、やはりやり方を、もう一度どんなも

のが来ても大丈夫だというような、そういう体

制をつくり上げないといけないのではないかな

という気がします。これは答弁はいいです。

クラスターがあった高鍋町と○脇谷副委員長

延岡市のスナックは、消毒後はもう営業してい

るのかどうか。

あと、宮崎市内の福祉施設でクラスターが発

生したんですけれども、そこの福祉施設の職員

の方がすごく悲鳴を上げていらっしゃって、お

分かりのように介護職の方々が少ないので、介

護職員と入所者が陽性になったことで物すごい

大変な思いをしたと宮崎市にも情報が入ってい

たんです。今後も、そういった人手不足の福祉

施設などで人員体制が整わないと、大変な業務

になるんじゃないかと思うんですけれども、そ

ういった際の人員体制の在り方をどういうふう

に考えていらっしゃるか、以上の２点について

教えてください。

すみません、接待に伴う○川越健康増進課長

飲食店が今どうなっているか、ちょっと把握は

しておりません。

。○佐藤長寿介護課長 長寿介護課でございます

２つ目の御質問について、これは右松議員が

一般質問の中で御質問された内容と同じような

ことだと思うんですが、部長も議場で答弁した

とおり、基本的な考え方として、施設内で感染

が発生した際には、まず事業所内で勤務体制等

の変更とかができないか、それができないとき

。には同じ法人の中で職員の調整をしていただく

実際、今回の宮崎市の施設の場合は小さな事

業所でしたので、議員の御指摘のとおり職員が

全然足りませんでした。そういう反省からも平

時から事業所間で応援体制を構築するというの

が非常に大事かなと思っております。

実は、先週の９月10日より県内の施設事業所

に対して応援体制を組みましょうと、応援でき

、 、る職員の方々はいらっしゃいませんかと あと

事業所のほうから例えば有料老人ホームであれ

ば訪問介護とか訪問看護とか、そういうサービ

スを提供できる事業所の方、応援できる事業所

の方いらっしゃいませんでしょうかということ

で募集をかけているところでございます。今月

末をめどに名簿を作成いたしまして、その方々

を、施設で発生したときに応援に駆けつけても
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らうということで、今、取り組んでおります。

まだ、数日しかたっておりませんけれども、

今朝の時点で集計したところ、派遣候補者とし

て15名手を挙げていただいております。事業所

も８事業所手を挙げていただいておりまして、

まだ20日程度残っておりますので、今月中には

かなりの数の方々が登録いただけるのかなと

思っております。あと、関係団体のお力添えを

借りて、いざというときの応援体制を組んでい

く準備を進めています。

障がい福祉課でござい○重盛障がい福祉課長

ますが、西都市の障害者支援施設でも感染が発

生したんですけれども、２人の職員の方につい

ても感染したものですから、そのときも応援に

ついて県のほうでも動いたんですが、やはり危

険なところということもありまして、そのとき

は確保できませんでした。

今、長寿介護課長も説明しましたように、障

害福祉施設においても、違う法人であっても、

もし施設職員が感染した場合に応援できないか

ということで、今、準備を進めておりまして、

長寿介護課が同様に各施設に協力をお願いして

名簿を作成し、もし、またどこかで発生したと

きには応援できるような体制の構築に向けて、

今、準備を進めているところでございます。

すばらしい、ありがとうござ○脇谷副委員長

います。

私が答える立場じゃないのです○図師委員長

が、地元の飲食店に関しては、コロナの対策を

、取った上で既に営業再開をされておられまして

お客もすっかり戻っているようです。

そうですか、分かりました。○脇谷副委員長

委員長、答えていただきありがとうございまし

た。

26ページの食品衛生法です。細か○重松委員

いことなんですけど （３）のふぐ取扱条例につ、

いて細かい規定がガイドラインで定められたと

いうことで、実務経験等の廃止、これは分かる

んですけれども、２つ目のふぐ処理師の年次届

、 、出の廃止について このふぐ処理師というのは

ふぐ専門の食品加工をされる、そして、食べら

れる部位を出荷する いわゆるみがきを専門─

。にやっていらっしゃる方のことなんでしょうか

それとも、飲食店に普通に勤めていらっしゃる

ふぐ処理師のことなんでしょうか。

年次処理届は、ふぐ処理○木添衛生管理課長

師の免許を持った方に出してもらうもので、ふ

ぐ処理営業者の認証施設があることと、あと、

免許取得者の名簿でこれはカバーするというこ

とで、廃止する方向で動いているということで

す。

ほかの県もやっているところはないというこ

とです。

以前宮崎県では、この届出に対し○重松委員

て、たしか認証ステッカーを発行していたと思

うんですけれども、それもなくなるのでしょう

か。

認証施設についてはその○木添衛生管理課長

ままで、認証施設のステッカーはそのまま掲示

していただくことになっております。

その他報告事項についての質問○図師委員長

はもうよろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、その他、福祉保健部○図師委員長

全体に関することで何かございませんでしょう

か。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって福祉保○図師委員長

健部を終了いたします。

執行部の皆様、大変お疲れさまでございまし
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た。

暫時休憩いたします。

午後１時41分休憩

午後１時43分再開

委員会を再開いたします。○図師委員長

冒頭お話したとおり、病院局の審査は明日に

なります。

そのため、本日はこのまま散会となります。

明日の病院局の説明時間は10分少々となって

おりますので、また、その後、いろいろな調査

先の内容や日程を確認させていただきます。な

お、御希望は明日お伺いいたします。

それでは、本日はこれで散会いたします。

午後１時43分散会
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午前９時57分再開

出席委員（８人）

委 員 長 図 師 博 規

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 井 本 英 雄

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

委 員 重 松 幸次郎

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

病院局

病 院 局 長 桑 山 秀 彦

病 院 局 医 監 兼
菊 池 郁 夫

県立宮崎病院長

病 院 局 次 長 兼
久 保 昌 広

経 営 管 理 課 長

米 良 勝 也県立宮崎病院事務局長

県立日南病院長 峯 一 彦

永 田 耕 嗣県立日南病院事務局長

県立延岡病院長 寺 尾 公 成

田 中 浩 輔県立延岡病院事務局長

病院局県立病院
松 田 真 二

整 備 推 進 室 長

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 三 倉 潤 也

委員会を再開いたします。○図師委員長

まず、本委員会に付託されました議案につき

まして説明を求めます。

おはようございます。病院局○桑山病院局長

でございます。よろしくお願いいたします。

まず、説明に入ります前に、１件、御報告を

させていただきます。去る９月11日に県立宮崎

病院の職員が新型コロナウイルス感染症への感

染が判明した件でありますが、委員の皆様方に

は大変御心配をおかけしました。

この職員は救命救急センターに勤務しており

ますが、業務内容や当時の勤務状況から患者へ

の感染リスクは極めて低いと判断されました。

また、感染が判明した当日は一時期、救命セン

ターの患者受入れを停止しておりましたが、こ

の職員と接触した、あるいは接触した可能性の

あるほかの職員について病院内でのＰＣＲ検査

を実施しましたところ、全て陰性が確認されま

したので、その日のうちに受入れを再開したと

ころでございます。

今後とも、他の２つの県立病院を含めまして

県民の皆様が安心して診療を受けられますよう

。院内感染防止の一層の徹底に努めてまいります

よろしくお願いいたします。

、 。それでは 議案の説明をさせていただきます

今回、病院局では、当委員会に１件の議案を

お願いしております。

お手元の令和２年９月定例県議会提出議案

の13ページ、赤色のインデックスの議案第４号

を御覧ください。

病院局の議案は、議案第４号「令和２年度宮

崎県立病院事業会計補正予算（第１号 」になり）

ます。

これは、新型コロナウイルス感染症対応に伴

い必要となる費用等につきまして、国の交付金

令和２年９月17日(木)
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事業を活用するために所要額の補正を行うもの

でございます。

詳細につきましては、次長のほうから御説明

申し上げますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。

私からは以上であります。

それでは、議案第４号「令○久保病院局次長

和２年度宮崎県立病院事業会計補正予算（第１

号 」について御説明いたします。）

お手元の常任委員会資料のほうで説明したい

と思います。

１ページをお開きください。

まず、１の補正の理由についてです。

新型コロナウイルス感染症対応に伴う必要な

費用につきまして、国の交付金事業を活用する

ことから、所要額の補正をお願いするものであ

ります。

次に、２の補正の背景についてです。

（１）のこれまでの受入状況ですが、表の左

から２列目の確保病床数のところ、一番下の合

計欄の上段のほうにありますとおり、県立病院

では、従来から感染症病床として15床を確保し

ておりましたが、７月からの感染拡大を受けま

して、その下にございますとおり26床の一般病

床を新たに確保いたしまして、計41床で対応し

ておりました。９月14日現在で、累計で86人の

患者を受け入れ、５人の方が入院されている状

況にあります。

、（ ） 、また ２ の主な取組の①にありますとおり

各病院とも下のほうに黒ポツが三つございます

が、こちらにあるような院内感染防止対策を取

りながら、内科医や感染管理の認定看護師が中

心となって治療に当たっているところです。

特に、②にありますとおり、感染が拡大した

７月からは、急増する患者の積極的な受入れを

行ってまいりました。

具体的には、３県立病院とも受入病床を拡大

しまして、様々な患者やあるいは他の医療圏域

の患者を受け入れてまいりました。

加えて、③の表にありますとおり、院内患者

への検査体制の整備や重症患者への治療体制の

整備を行ってまいったところでございます。

２ページをお開きください。

（３）の病院経営の影響についてです。

患者を受け入れるための病床の確保や、これ

に対応する看護スタッフを確保するために、空

床を確保したり、予約患者の受入制限等を行い

ました結果、患者数が減少し、経営に大きな影

響が及んでいるところです。

①の患者動向の表の一番下の増減率の行のと

、 、ころを御覧いただくと ４～６月の入院患者数

これは、中ほどにございますが、昨年度同期と

比較いたしまして、合計19.8％、２割程度減少

しております。また、外来患者数は、月による

変動もございますが、全体では13.7％と１割を

大きく超える減少となっております。

この結果、②の収支動向の表の一番下の増減

率の行にありますとおり、入院収益のほうが、

、 、昨年度同期と比較いたしまして 合計で11.4％

１割程度減少しております。

また、外来収益が、昨年度同期と比較しまし

て1.8％の微増となっております。表の下に記載

しております過去３か年の伸び率10.5％という

のがございますが、こちらを大きく下回ってい

るところであります。

このようなことから、国の交付金等を可能な

限り活用して、引き続き安定した医療提供体制

を確保するため、このたび増額補正を行うこと

としたものであります。

具体的には、資料右側３ページの３の補正の
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内容を御覧ください。

まず （１）の空床の確保についてです。、

これは、入院病床の確保等に伴う入院収益の

減額見込みに対しまして、国の交付金を活用し

。た支援を受けるため補正を行うものであります

具体的には 入院収益の減額見込額 15億1,213、 、

万6,000円に対しまして、国の交付金を活用した

空床補償を受けるものでございます。

（２）の医療器械・施設備品については、コ

ロナ対策に必要な器械備品を整備するために２

億4,438万8,000円の増額補正を行うものであり

ます。

（３）の慰労金につきましては、心身に負担

がかかる中で業務に従事している県立病院の医

療従事者に対する慰労金を給付するため、７

億1,600万円の増額補正を行うものであります。

（４）の特殊勤務手当については、感染リス

クがある中で業務に当たっている県立病院の医

療従事者に対する特殊勤務手当を給付するた

め、3,244万8,000円の増額補正を行うものであ

ります。

また （５）のその他の体制確保については、、

感染が疑われる患者の受入れに備えた体制の確

保を行うため、１億3,321万1,000円の増額補正

を行うものであります。

ページをおめくりいただきますと、ただいま

御説明しました補正内容に基づき、左側の４ペ

ージに収益的収入及び支出の補正を、右側の５

ページに資本的収入及び支出の補正を記載させ

ていただいております。

４ページの収益的収支については、病院事業

収益のうち入院収益のほうを減額し、一般会計

負担金を増額いたします。また、病院事業費用

に必要な費用を計上しているところです。いず

れも補正予定額は８億8,165万9,000円でありま

す。

また、右側の５ページの資本的収支について

、 、は 資本的収入のうち一般会計負担額を増額し

資本的支出に必要な費用を計上しております。

いずれも補正予定額は２億4,438万8,000円であ

ります。

最後に、４の効果についてですが、今回の補

正により、患者受入れのための入院病床や看護

スタッフ等の受入体制を安定した経営の下に確

保するとともに、高度かつ適切な医療を提供す

るための必要な設備の整備が図られると考えて

おります。

また、県立病院の医療従事者等の処遇を適切

に行うことで、継続的・安定的な医療の提供に

資するものと考えております。

私からの説明は以上でございます。

執行部の説明につきまして質疑○図師委員長

をお受けいたします。いかがでしょうか。

この補正で今年度うまく経営でき○満行委員

るのかなと、空床の確保ができなくて患者受入

れに対する経費とかも見ておられるようですけ

れども、この補正によってコロナ感染症患者受

入れに対する費用というのは全て補?できると考

えてよろしいのか。

現時点では今の見込みで国○久保病院局次長

から交付金を受けられれば、当初予算どおりの

補?というか、確保できるのではと考えておりま

す。また、そのほかの部分では経営改善にしっ

かり取り組んでまいりたいと思っております。

、○右松委員 今回のコロナ対策におきましては

本当に御尽力をいただきまして、心から感謝申

し上げます。ありがとうございます。

一般質問で今の満行委員と同じような形の質

問をしたんですけれども、福祉保健部長に答弁

していただきましたが、今回の空床確保の補助
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金における全体の補正予算としては先ほど説明

がありました15億円余ということで、その答弁

の中で概算で約７億円支給することで調整をし

ているということで、細かいとこまで出してい

ただいて感謝しています。

２ページを見ますと収支動向で５億6,400万円

ほど、３か月で前年比マイナスが出ています。

今回、７月まで含めて７億円ということで、

損益といいますか、空床確保、収益減とかいろ

んな形で影響が出ていますけれども、それにつ

きましては、国からの補助金で補?できるという

認識でいいですか。

一般質問では７億円程度の○久保病院局次長

支給を受けることで、今、調整中とお話しされ

たと思うんですが、今回お示しした中で５

億6,000万円ほど収入も減少しておりますし、一

方で、支出のほうはそこでちょっと減っている

と考えられます。先ほど満行委員からもありま

したように15億円程度で大丈夫かなと考えてい

るんですが、今回、７億円頂いて、あと、今後

の感染状況によりますけれども、今の状況で推

移すれば何とか対応できるのかなと。当然、必

要があれば、また福祉保健部とも調整しながら

必要な費用については、国の交付金等を活用さ

せていただければと考えております。

分かりました。一般質問でも申し○右松委員

上げましたが、コロナとそれから季節性のイン

、フルエンザが同時流行する可能性もありますし

宮崎県においても第３波の可能性は当然ゼロで

はないわけであります。そういった意味では、

やはり今後また収支で影響を受ける可能性があ

りますので、４月からの４か月で概算で７億円

ということで、単純計算で15億円で足りるのか

なと実は心配しているところでございます。

足りなかった分の上乗せについて、ある程度

の目安はつけているのでしょうか。

まだ今のところ目安という○久保病院局次長

ところではないんですが、ただ、今のところ収

束している状況もございますし 委員のおっしゃ、

るようにインフルエンザの増大もあろうかと思

いますが、そういったところもまた見極めなが

ら、当然福祉保健部と連携して調整をしていけ

ればと考えております。

今回のコロナに関しては、やはり○右松委員

国から全面的に支援してもらわないといけない

わけでございますので、引き続き全国知事会な

りいろんな形で要望を出していただいて、しっ

かりと確保していただければと思っています。

もう一点、３ページの医療器械・設備備品で

２億4,400万円出ていますが、今回のコロナ対策

に必要な器械備品ということで、具体的に説明

してもらえるとありがたいなと思います。

医療器械として代表的なも○久保病院局次長

のだけ申し上げますと、宮崎病院や日南病院で

ＰＣＲ検査機─これは院内感染対策用でござい

ますが、こちらを交付金の対象として設置して

まいりたいと考えておりますし、そのほかに人

工呼吸器等─１ページの下のほうに台数を記載

しておりますが、これでまた不足するような場

合は、こういったものに使わせていただきなが

ら対応していきたいと。

延岡病院のＥＣＭＯも、この年度変わりまし

て、交付金の対象とさせていただいて対応して

いきたいと。あとは、日南病院においては簡易

の陰圧装置を買って対応していきたい考えてい

るところでございます。ですから、コロナの診

療に必要なものをここで使わせていただいて対

応させていただければと考えております。

。 。○右松委員 分かりました 頑張ってください

３ページの特殊勤務手当（危○脇谷副委員長
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険手当 についてなんですけれど 業務に当たっ） 、

ている職員に対してということですが この 職、 「

員」というのは、まずどういう職種の方なのか

を教えていただきたいんですが。

職員といたしまして、まず○久保病院局次長

は看護師、それから医師、そのほかの放射線技

師や臨床検査技師といったいろんな職種がござ

います。こういった職種の方で、直接コロナの

患者に接するような場合に対象としたいと考え

ています。当然、病棟や外来で患者に対応する

というのが前提ですが、そういったところでの

職種を考えているところです。

重症患者に接して行う作○脇谷副委員長

業4,000円、患者に接して行う作業3,000円と多

少ですが1,000円の開きがある。この重症患者に

対して行う作業というのは、その差というのは

何でしょうか。

重症患者には防護着を完全○久保病院局次長

。 、に着用して対応してまいります 重症ですから

頻繁に患者さんところに行くので危険性も高い

ということで4,000円とし、そのほかの3,000円

は、例えば通常の病棟看護、コロナの病棟にい

らっしゃる看護師が軽症者を見回るようなとき

とか、あるいは、入院したときにレントゲン、

ＣＴ撮影とかをするんですけれども、そういっ

、た接触が限られているような方とかを想定して

こういうふうに差を設けているところでござい

ます。

ということは、例えば配食を○脇谷副委員長

するサービスの人や清掃員、そういった方とい

うのは対象内ということなんですか。

現時点では、そこは危険性○久保病院局次長

は低いということで対象としておりません。

清掃職員は委託がほとんどですので、そちら

はうちの手当というところでは該当しませんの

で、対象となりません。

危険手当というのはそもそも○脇谷副委員長

通常は入っていないということなんですか。つ

まり、今回のコロナに関してのみ危険手当とい

う名前で出しているということですか。

特殊勤務手当というのがご○久保病院局次長

ざいまして、これは知事部局に準じているわけ

なんですけれども、著しく危険、不快、不健康

または困難な業務、その他著しく特殊な勤務と

いうところで、そういった業務に従事する職員

に対して業務の特殊性に応じて支給される手当

となっております。

今回の議会で総務部が条例改正を上げていま

すが、条例改正と同時に行う規程改正で、新型

コロナも手当の対象となる感染症に位置づける

ように伺っております。

こちらは、通常で行きますと290円の支給と

、 、 、なっておりまして 今回 私どもとしましては

職員がコロナの治療法もまだ全然確立していな

い中で大変危険な状況にいますので、そこをさ

らに特例としてこういう手当を国の制度、交付

金等で支援していただいて対応してまいりたい

と考えているところでございます。

通常は290円という、これは何○脇谷副委員長

ですか。１日290円というのは通常ずっとあるん

ですか。ちょっと意味が分からないんですけれ

ども、今回、290円にプラスするのか、期間的に

決められているのかが分からないんですけど。

特殊勤務手当も多数ございま○桑山病院局長

すが、そのうちの感染症予防等手当というもの

が１日あたり290円となっておりまして、基本的

に特殊勤務手当は、以前は月額で支給されてい

たものが日額に変わっていく中で、こういう小

さい額で、１日の勤務実績に応じて、時間では

なくて１日のうちにそういう業務に従事したか
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どうかで支給される手当でございます。

そういった手当に対して、今回は特例の手当

ということで、いまだに治療法も確立されてい

ない、そういう未知の感染症という状況があり

ますので、その手当の特例として今回大きく上

乗せして医療従事者を対象に支給するというも

のでございます。

さっき言ったように、最後の○脇谷副委員長

期間は決められているということですか。

通常の感染症予防等手当は期○桑山病院局長

間というものは特に定められておりませんが、

私どもの特例の手当につきましては、現時点で

。は年度内で一応期限を切ることにしております

ただ、これは、あくまでも年度内を一つの目

安で切っておりますけれども、今後のコロナ感

染症の状況、あるいは治療薬とかワクチンの開

発の状況、そういった職員の負担の程度に関係

するような情勢変化に応じて、その期間につい

ては柔軟に考えていく必要があると思っており

ます。

今回の3,200万円の内訳は、大○脇谷副委員長

体何人ぐらいで考えていらっしゃるのですか。

追加で、この4,000円は１日ですか、それとも

１か月ですか。１日ですよね。

日額4,000円で考えておると○久保病院局次長

ころです。

この積算根拠ですが、対象職員はそれぞれ病

棟等、各病院で24人ぐらいを１看護単位当たり

で想定しておりまして、それで積算をさせてい

ただいております。

実際、今は病棟だけですので、疑いのある患

者が救急に来られた場合もございますので、そ

ういったところを今回お認めいただいた予算の

範囲内で対応してまいりたいと考えています。

お尋ねしたいと思いますが、患者○徳重委員

の動向あるいは収支の動向を見ますと、県内で

、 、 、も７月以降に多く発症したわけですが ４ ５

６月のコロナが発生してからその後もそんなに

まだ発生していない段階で、これだけの患者数

あるいは入院患者数が減ったわけです。

７ ８ ９月 この３か月は相当患者数が減っ、 、 、

てきたのではないかなと、県内の一般の医療機

関も患者が減っているという話はよく耳にする

ところですが 県立病院でもかなり減ったんじゃ、

ないかなと心配しているんです。それぞれ病院

で４、５、６月からどれぐらい減ったのか、そ

れが分かっておれば教えてほしい。

資料の２ページを御覧いただ○桑山病院局長

きたいのですが、こちらが患者の動向です。

入院、それから外来ともに増減率が一番下に

ございますが、やはり、５月が大きく落ち込ん

で、６月になると少し戻しているという傾向が

ございます。

これは５月の連休前に感染が拡大して、一時

期、小康状態があったということで、患者が大

きく増えた時期にはこういった入院患者、外来

患者ともに抑制を図る関係もありまして、患者

が落ち込むけれども小康状態になれば各病院に

おいてはそれぞれ柔軟に対応して、一般の患者

の受入れも戻していくような傾向が見られると

ころです。

委員がおっしゃいましたように、事実上の第

２波の中では大きく患者が増えましたので、ま

だ集計は行われておりませんけれども、やはり

７～８月は大きく落ち込んだのではないか。ま

た、９月の中旬以降減ってきておりますので、

当然、その中では一般の患者の受入れもまた少

し戻していくことでこの落ち込みが減少してい

く、また、そういう経営をしていく必要がある

のではないかと。要は、感染の波に応じて患者
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数は変動する、そういう状況でございます。

局長がおっしゃったとおり○菊池宮崎病院長

なんですが、７月末からの第２波で患者が増え

て、８月上旬になりまして病床が足りないとい

うことで知事の要請もございまして、宮崎病院

では今まで１病棟だけ一般病棟からコロナ専用

にしていたんですが、さらにあと１病棟コロナ

専用にしました。ということは、入院患者がそ

のまま減ったということです。

さらに精神科にもいろんな施設のコロナの患

者が出て、精神科で対応しなくてはいけないと

いうことで、精神科も一般患者の受入れを中止

してコロナ専用にしております。

、７月まではちょっとまあまあだったんですが

８月は一般の入院患者は大分減っていると思い

ます。具体的な数字は手持ちがないんですが、

９月にはようやく、コロナ専用にした１病棟を

先々週に一般病床へと戻したんですけれども、

戻したからすぐ患者がばんと増えるというわけ

でもございませんので、その影響で８、９月は

。やはりなかなか厳しいのかなと思っております

、○寺尾延岡病院長 延岡病院の４・５・６月と

、 、７・８・９月の違いを申し上げますと やはり

最初の４、５、６月は確かに患者さんは出ませ

んでした。でも、これは全国的にこういう未知

の感染症ということで、ある意味では思い切り

ブレーキをかけたと思うんです。私どもの病院

でもやはりブレーキをぎゅっとかけました。

具体的に申しますと、私は院内で全医師、全

部署長たちに２割患者を減らしてくれというこ

とを直接数字で申し上げました。非コロナの人

たちも含めて２割患者さんを減らしてください

と。だから、ある意味ぐっとブレーキを踏んだ

状態で、４、５、６月で世の中もある程度落ち

着いたんだと思います。国のほうからも経済復

、興等も兼ねてまた活動をやっていきましょうと

それは第２波が来るということの予告でもあっ

たと思うんですけれども、その間にある程度病

院の体制を整えることができました。

ということで、７、８、９月の７月の終わり

からまた患者さんが出てきたんですけれども、

もうそのときには、延岡市のほうでは具体的な

数字は言わずに入患してくる人たちを減らして

。 。くれと 人の動きを減らす努力をしてください

、 、ただ 手術療法とか延岡病院でないとできない

県北医療として延岡病院でしかできないような

医療は継続してくださいというようなことを、

あえて全職員に申し上げたところです。

というところで、中間報告的な院内での数字

を見てみますと、患者さんは約７割弱、65％か

ら70％の病床利用率で、９月に入ってから、ま

た70％を超えてきているというような状況に

なっております。

日南病院は、お手元の資料で○峯日南病院長

４、５、６月の入院患者数は、前年度と比べる

とマイナス22.5％ですが、これを８月までに延

ばすと21.6％になっております。ですから、極

端には７、８月で大幅な減少はないんですけれ

、 。 、 、 、ども やはり約２割と それと 外来が４ ５

６月でマイナス15.5％ですが、これを７、８月

まで加えるとマイナス13.9％という減少になっ

ております。

患者数に関しては、日南病院は幸い第２波と

いいますか地域内で発生した患者さんはいな

かったんですけれども、なかなか患者は戻って

きません。別に病院は制限しているわけじゃな

、 。 、いんですけれども なぜか増えません これは

もう地域の患者の受診控え以外ないかなと思う

んです。

、日南・串間地域で本当に手術が必要な患者や
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脳梗塞、心筋梗塞の患者は従来どおり来ますの

で、それ以外の患者の数が伸びておりません。

それと、収支に関しては４、５、６月で入院が

マイナス19.6％ですが、これを７、８月まで延

ばすとマイナス16.9％ということで、入院外来

で合わせると現時点ではマイナス14.4％の１

億8,000万円ぐらい、７、８月とを合わせると現

時点ではマイナス３億5,000万円ぐらいになりま

す。

それぞれの病院で御努力をいただ○徳重委員

いて、患者数、患者の方に対する考え方や病院

の利用の仕方、いろいろなことをやっていただ

いて、非常に結果としてほとんど変わらないよ

うな状況、流れとしてできているんだなという

のを感じるわけであります。

今後流行が予想されるインフルエンザが今年

はどういう状況になっていくのかちょっと想像

はつかないわけですが、手洗いとかマスクとか

いろんな対策をしていることで、かなり少なく

。なるんじゃないかというようなお話を聞きます

今後、そういう風邪の患者が全国的に減って

いくのかなと その流れはどのように見ていらっ、

、 、 、しゃるか どちらの病院でも結構ですが もし

今後の見通しというんですか、流れというか、

想像できませんかね。

、○菊池宮崎病院長 なかなか予想できませんが

国からも出ていますが、宮崎においては風邪の

症状のときにはかかりつけの先生がまず御判断

されて、インフルエンザかコロナか白黒つけま

しょうという方針が出ていると思います。

かかりつけの先生が見て、それから問題があ

れば、また、医療機関のほうに御紹介いただく

というようなシステムなんですが、そのシステ

ムがうまくいくように調整中でございます。

御質問のあった、今年の冬、インフルエンザ

とコロナが合併してなかなか難しいというのは

おっしゃるとおりだと思います。検査をしない

と分からないので、インフルの検査とコロナの

検査をミックスしてやるとかそういうことくら

いの対応になるのかなということです。

今、全国的にもどう対応していいかというの

は、検討中というか、指針は一応出ているんで

すが、現実的に、実務的にどんな対応をするか

というのは検討中ということだと思っておりま

す。なかなか大きな問題だと思っております。

もう報道等でも出ておりま○寺尾延岡病院長

すけれども、今、徳重委員が言われたコロナと

インフルエンザが混ざったらどうするのかとい

うことで、今、インフルエンザのワクチンを早

めにやりましょうというのが国策として出てき

ていると思いますし、10月から早速、高齢者の

ワクチン接種がスタートします。

もちろん医療機関で働く者たちへの手配も、

私も病院としても８月からすぐインフルエンザ

のワクチンを手に入れようと、実際に全職員に

打って、少なくともインフルエンザの打率を落

としてコロナに集中するというんですか、年内

はもうちょっと難しそうですけれども、そうこ

うしているうちにコロナのワクチンが来れば、

何とかインフルエンザとコロナをうまくコント

ロールしながらという言い方はちょっと言葉の

あれがありますけれども、とにかくインフルエ

ンザのワクチンを全国民に接種することで幾ら

か落とせるんじゃないかと。

既に国民も県民も含めてかなり慎重な行動を

取っている思いますので、いつもよりはインフ

ルエンザも少ないのかなと思っているんですけ

れども、とにかくインフルエンザのワクチンを

。いち早く取り入れて打つべきと思っております

先日報道で、去年は既にイン○峯日南病院長
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フルエンザが出ていたみたいですけど、昨年度

と比べると1,000分の１という報道がありまし

た。私もそれを聞いてびっくりしたんですけれ

ども、それが今年そのまま続くのかどうかは全

く分かりません。

先日、厚生労働省が各医療圏に対してインフ

ルエンザとコロナが今年の冬、両方来るかもし

れないので、その診療体制を整えてくれという

通知が来ました。あれを読む限りでは、とにか

くかかりつけの先生に頑張ってもらわないと仕

方がないかなと思うんです。

相談を受けて、検査をして、治療をするとこ

ろを一つの医療機関で縦にやってくれと。それ

を各医療圏でたくさんつくってくれと言われた

ので、各医療圏のかかりつけの先生たちには頑

張ってもらわないと仕方ないかなと思います。

具体的に言いますと、うちの医療圏で、つい

この間も発熱の患者を診ないところがあったの

で、それはもう勘弁してくれと私どものほうか

ら申し入れました。特に大学から当直依頼で来

ている先生は、ある大学の診療科によっては、

、そういうところに行って感染するのは困るので

大学からの当直が行ったときは熱発の患者を診

させないでくれという要望が出ていたみたいな

んですけれども、これは、医療従事者としてあ

るまじき態度なので、それはやめてくれと、そ

ういうふうにやったので、あとは、かかりつけ

の先生たちが頑張っていただけるしかないかな

というふうに思います。

、○右松委員 おっしゃるとおりでございまして

昨日、福祉保健部でも話しましたけれども、国

の通知で、帰国者・接触者相談センターを介す

ることなくかかりつけ医、地域の身近な医療機

関で検査を受けれる体制を10月を目途につくっ

てもらいたいということで、医師会とも協議し

ますということでしたので、ぜひ、そういう形

で進むといいなと思っています。

それで質問したかったのは、このＥＣＭＯの

件なんですけれど、危機対応として対応されて

いるなというふうに思っています。

延岡病院が４台ということで、これは、施設

の配置のことで４台という台数で行っているの

か、要請があったのか、もう一つ、マンパワー

的にどういう形になっていくのか、そこを教え

てもらえるとありがたいです。

４台というのは、このたび○寺尾延岡病院長

４台買ったのではなくて、３台は以前からあり

ました。その３台も古くなっておるんですけれ

ども、どちらかというと心筋梗塞とかショック

状態になって心停止された方々の救命のために

ということで配備しておりました。このたびの

肺の疾患に対して有用性があるということで、

新しいＥＣＭＯの器機を１台追加させていただ

いて、今４台で動いている状況です。

分かりました。○右松委員

今回のコロナ患者の治療でＥＣＭＯを実際稼

働したケースはあるのでしょうか。亡くなった

方も１人出ましたけれども、その辺の状況がも

し分かれば教えてもらうとありがたいなと思っ

ています。

県内でＥＣＭＯを回したこ○菊池宮崎病院長

とはないと思います。

宮崎病院の話で行きますと、ＥＣＭＯはある

んですが、実際に動かした経験がないので、も

しＥＣＭＯが必要になったときには、宮崎医大

のほうでＥＣＭＯを回すお約束というか、そう

いう取決めをしております。

。大学病院のほうでもなかったと聞いています

延岡病院のほうでは、これ○寺尾延岡病院長

は、コロナ肺炎ではなかったんですけれども、
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ちょうど年末年始にかけて若い方でやはり重症

な肺の疾患で、ＥＣＭＯを回さないといけない

という人が２人ほど出ました。

それが教訓になって、そこに新型コロナウイ

ルスが中国から渡ってきたものですから、これ

は、もっとすごいことになるんじゃないかと。

この古いＥＣＭＯでやっていたけれども、新し

い肺疾患専用機が出たようだということで、延

岡病院がいち早く手に入れたというのが本音で

ございます。もう時効かなと思ってお話しさせ

ていただきます。

よろしいですか。ほか、いかが○図師委員長

でしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、議案に対しての質疑○図師委員長

は以上で閉じさせていただきます。

その他病院局に関することで何かございませ

んでしょうか。

先ほど季節性インフルエンザのワ○満行委員

クチン接種の話が出たんですけれども、それは

希望者だけなのか、先生がおっしゃるように全

員接種してほしいのか知りませんけど、それは

本人の希望でするのか、その辺りを接種率等を

含めてお願いします。

インフルエンザは任意予防○寺尾延岡病院長

接種になりますので、原則希望者ということに

なるんでしょうけれども、例年うちではほぼ全

職員が希望してやっていますので、昨年度まで

。 、はいつも11月にやっていました 今年度からは

もう10月からどうもできそうだと、入荷できそ

うということで、また、今回も委託職員も含め

て98％程度は行っていますので、できるだけ100

％にしたいとは思っておるところです。

季節インフルエンザは、もう何十○満行委員

年という歴史の中でワクチン開発されて、その

安全性も高いと思うんですけれども、新型コロ

ナウイルス─普通、ワクチン開発って私が知る

限りでは２年、３年という臨床をかけて承認な

んだろうと思うんですけど、ロシアとか何かす

ぐ出すとかいう話で大丈夫かなと思うんです。

１月までに国が6,000万人分と一生懸命言ってい

るんですけれども、私個人からすると怖いんで

す。

普通２～３年かかる開発を半年ぐらいでやっ

て、職員全員にそれを接種するとなるのかどう

なのか、ちょっとそこが心配なんですけれども

いかがなもんでしょう。

インフルエンザは歴史があ○寺尾延岡病院長

りますので、ほぼほぼ安全性も高くて、私ども

の病院でもこの数十年間インフルエンザワクチ

ンを打ったことでどうかなったという職員は恐

らくいないと思っております。

確かに、コロナに関しては、昨日、トランプ

大統領が思い切った発言をまたされたようで、

どうなるのかなと思っているんですけれども、

結局、歴史的に見てみるとＭＥＲＳやＳＡＲＳ

もコロナです。結局、あれもワクチンはできな

かったんです。開発に一生懸命頑張られたよう

ですけれども、どうしてもコロナにはワクチン

ができにくいと─私ども全くワクチンの専門で

も何でもないんですけれども、そういう話はも

らっています。

だから、果たして今回、本当に中和抗体とウ

イルスをやっつける抗体がいっぱいできるよう

なワクチンが確実に安全につくれるのかという

のは、今のところまだ分からず、イギリスでも

一旦中断し、また再開はしているようですけれ

ども、コロナのワクチンに関しては、そういう

安全性の問題を含めて確実性はまだ出ていない

と私は認識しております。
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先ほどの290円がすごく安すぎ○脇谷副委員長

てびっくりしているところです。

昨日、県立看護大学の県内就職率がまだ30％

程度だということにもびっくりしていて、やは

り、県外と比べて医療関係者の報酬が断然低い

ということがあるんですが、この290円はほかの

県でも同じぐらいなのですか。

例えばこの手当は、結核の患○桑山病院局長

者が入院して月20日間、その看護に携わったと

すると290円掛ける20倍ということで、月額

で5,800円の手当になるというイメージを持って

いただければと思います。

この特殊勤務手当については、職員の勤務条

件に関わるものでもありますので、職員の労働

組合との交渉・協議などを経て決まるものであ

りまして、県によってばらつきはあるようでご

ざいますが、290円のところもあれば340円とか

そういった金額も聞いたことがございます。そ

ういった日額で支給するとなると、そういう数

字になってしまうものと理解していただければ

と思います。

何らかの法令で決めているの○脇谷副委員長

で、それを変えることはできないということな

んですか。

県においては、特殊勤務手当○桑山病院局長

に関する条例がございまして、それについて先

ほど次長も触れましたけれども、総務部が今回

議案として改正関係を上げているものと思って

おります。

病院局においては、その知事部局の取扱いを

準用するということで感染症の手当はそのま

ま290円の部分が準用されているんですが、今回

はそれとはまた別に規程をつくり、3,0 0 0

、 。円 4,000円の対応を行うということになります

今回は大変だったのでもちろ○脇谷副委員長

ん出してもらいたいんですけれども、通常も290

円ではちょっとプラス１か月で5,000円程度です

と言われても全然喜べないんですけれども、そ

ういうところをもう少し変えていただきたいな

と私は思っているところです。

要望ですね。○図師委員長

ほかございませんでしょうか よろしいでしょ。

うか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、３病院の院長先生方○図師委員長

々の陣頭指揮で、現場は非常にストレスリスク

が高い中、院内クラスターも起きず現場がしっ

かり回っておりますことに心から感謝を表しま

して、以上をもって病院局の審査を終わらせて

いただきます。

お疲れさまでございました。

暫時休憩いたします。

午前10時46分休憩

午前10時54分再開

委員会を再開いたします。○図師委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うこととなっておりますので、明日、

行いたいと思います。

開会時刻は13時10分としたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○図師委員長

します。

その他、何かございませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようなので、以上をも○図師委員長

ちまして本日の委員会を終了いたします。

午前10時55分散会
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午後１時８分再開

出席委員（８人）

委 員 長 図 師 博 規

副 委 員 長 脇 谷 のりこ

委 員 井 本 英 雄

委 員 徳 重 忠 夫

委 員 濵 砂 守

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

委 員 重 松 幸次郎

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 田 部 幸 信

議事課主任主事 三 倉 潤 也

委員会を再開いたします。○図師委員長

まず、議案等の採決を行いますが、採決の方

法につきましては、議案ごとがよろしいでしょ

うか、一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括して採決をいた○図師委員長

します。

議案第１号、第４号、第６号、第11号、報告

第１号及び報告第２号につきましては、原案の

とおり可決または承認することに御異議ござい

ませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○図師委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号外５件につきましては、原案のとお

り可決または承認すべきものと決定いたしまし

た。

それでは、続きまして委員長報告の骨子案に

ついてでございますが、委員長報告の項目及び

内容について、御意見等はございませんでしょ

うか。

暫時休憩いたします。

午後１時９分休憩

午後１時10分再開

委員会を再開いたします。○図師委員長

それでは、委員長報告につきましては、皆様

方の御意見を参考にしながら、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○図師委員長

す。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関す

る調査につきましては継続調査といたしたいと

思いますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、その○図師委員長

旨議長に申し出ることといたします。

次に、見合せとなっておりました県南調査及

び閉会中の常任委員会についてであります。

暫時休憩いたします。

午後１時11分休憩

午後１時21分再開

委員会を再開いたします。○図師委員長

では、県南調査につきましてですが、日程

は、10月28～30日の２泊３日の行程で実施し、

調査先及び実施の判断については、正副委員長

。に御一任いただくことで御異議ございませんか

令和２年９月18日(金)
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〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○図師委員長

す。

次に、10月26日月曜日の閉会中の委員会につ

きましては、先ほど確認いたしました看護大学

の調査、意見交換を中心に内容を組み立てさせ

ていただきますが、御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○図師委員長

す。

そのほか何か皆様のほうから御意見等ござい

ませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようなので、以上をもちま○図師委員長

して本日の委員会を終了いたします。

午後１時22分閉会

令和２年９月18日(金)
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